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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】対象者の個人差を考慮したバイタルサインや日
々の体調を反映して、対象者ごとに異なる個体内変動を
精度高く捉えることが可能であり、対象者の健康管理や
、一人ひとりの個性にかなった医療の提供に寄与するソ
フトウェア、健康状態判定装置及び健康状態判定方法を
提供する。
【解決手段】情報処理機器を、同一個体から測定された
バイタル情報及び測定日時の情報の入力を受け付ける情
報入力手段２３と、入力されたバイタル情報及び測定日
時の情報を記録させる情報記録手段２４と、記録された
複数のバイタル情報の全部又は一部の、平均μ及び標準
偏差σから選択される少なくとも１つを算出する基準算
出手段５と、平均μ及び標準偏差σから選択される少な
くとも１つに基づいて設定された所定の数値範囲を基準
にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否
かを判定する判定処理手段６と、を含む手段として機能
させるためのソフトウェア。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定されたバイタルサインの値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定
するためのソフトウェアであって、
　情報処理機器を、
　同一個体から測定された前記バイタル情報及び測定日時の情報の入力を受け付ける情報
入力手段と、
　入力された前記バイタル情報及び測定日時の情報を記録させる情報記録手段と、
　記録された複数の前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μ及び標準偏差σから選択
される少なくとも１つを算出する基準算出手段と、
　前記平均μ及び前記標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設定された所
定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する
判定手段と、
を含む手段として機能させるためのソフトウェア。
【請求項２】
　前記基準算出手段は、前記平均μ及び前記標準偏差σを算出し、前記平均μ及び前記標
準偏差σから正規分布を算出する
　請求項１に記載のソフトウェア。
【請求項３】
　前記基準算出手段は、前記情報記録手段に記録された所定の期間の少なくとも２つの前
記バイタル情報から前記平均μ及び前記標準偏差σを算出する
　請求項１又は請求項２に記載のソフトウェア。
【請求項４】
　前記基準算出手段は、前記情報記録手段に記録された少なくとも３０日分以上の前記バ
イタル情報から前記平均μ及び前記標準偏差σを算出する
　請求項１乃至請求項３のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記平均μ、前記標準偏差σ、０より大きい数であるｎ及びｍを用い
て表された下記の式（１）の値を下限値及び式（２）の値を上限値とし、下限値及び上限
値の少なくとも一方を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判
定する
　請求項１乃至請求項４のいずれか1項に記載のソフトウェア。
　μ－ｎσ・・・式（１）
　μ＋ｍσ・・・式（２）
【請求項６】
　前記バイタル情報は、同日の午前及び午後に少なくとも１回ずつ測定されたバイタルサ
インの値を含む
　請求項１乃至請求項５のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項７】
　前記基準算出手段は、
　前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、前日に測定したバイタ
ルサインの値からの変位が所定の範囲を超えているバイタル情報を除き、前記平均μ及び
前記標準偏差σの少なくとも一方を算出する
　請求項１乃至請求項６のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項８】
　同一個体に対する少なくとも１つ以上の健康状態に関する問診結果を、項目ごとに正常
又は異常と判定した第１の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録する健康
問診情報記録手段を備え、
　前記基準算出手段は、前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、
前記健康問診情報記録手段に記録された前記第１の健康問診情報に基づき、同第１の健康
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問診情報の内容に少なくとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除き、
前記平均μ及び前記標準偏差σの少なくとも一方を算出する
　請求項１乃至請求項７のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項９】
　前記基準算出手段は、更に、前記情報記録手段に記録された前記バイタル情報から直近
７日間のバイタルサインの値の平均値である直近バイタル平均値μと、直近３０日間のバ
イタルサインの値の平均値である対照バイタル平均値を算出し、
　前記ソフトウェアが、更に、情報処理機器を、第２判定手段として機能させるためのソ
フトウェアを含み、
　前記第２判定手段は、前記直近バイタル平均値と前記対照バイタル平均値との差が、所
定の範囲を超えている場合に、体調悪化傾向の値と判定する
　請求項１乃至請求項８のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項１０】
　前記情報入力手段は、前記判定手段が入力された所定のバイタル情報を異常な値と判定
した後に、再度測定した同一個体の再測定バイタル情報及び測定日時の入力を受け付け、
　前記情報記録手段は、前記再測定バイタル情報及び測定日時の情報を記録し、
　前記ソフトウェアが、更に、情報処理機器を、第３判定手段として機能させるためのソ
フトウェアを含み、
　前記第３判定手段は、前記再測定バイタル情報が異常な値か否かを判定する
　請求項１乃至請求項９のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項１１】
　前記情報記録手段は、バイタル測定を行う目安となる時刻の情報である目安測定時刻情
報を記録し、
　前記基準算出手段は、前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、
その測定した日時と、前記目安測定時刻情報との間の時間差が所定の範囲を超えているバ
イタル情報を除き、前記平均μ及び前記標準偏差σの少なくとも一方を算出する
　請求項１乃至請求項１０のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項１２】
　バイタルサインの種類が、体温、脈拍、収縮期血圧、拡張期血圧及び呼吸数から選択さ
れた少なくとも１つを含む
　請求項１乃至請求項１１のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項１３】
　前記基準算出手段は、前記情報記録手段に記録された同一個体のバイタルサインの値及
び測定日時の情報を含む前記所定のバイタル情報を含めて前記平均μ及び前記標準偏差σ
の少なくとも一方を算出する
　請求項１乃至請求項１２のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項１４】
　前記情報記録手段は、個体を識別可能な個体識別情報を前記バイタル情報と紐付けて記
録可能な
　請求項１乃至請求項１３のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項１５】
　バイタルサインは、ヒト及び動物の少なくとも一方から測定されたバイタルサインであ
る
　請求項１乃至請求項１４のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項１６】
　前記バイタル情報は、所定の計測開始時点前に測定するバイタルサインの値及び測定日
時の情報を含む基準バイタル情報と、前記所定の計測開始時点からの一定時間の間に複数
回測定するバイタルサインの値及び測定日時の情報を含むモニタリングバイタル情報とで
構成され、
　前記基準算出手段は、前記基準バイタル情報及び前記モニタリングバイタル情報の少な
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くとも一方から、前記バイタル情報の前記平均μ及び前記標準偏差σの少なくとも一方を
算出する
　請求項１に記載のソフトウェア。
【請求項１７】
　前記基準算出手段は、前記基準バイタル情報及び前記モニタリングバイタル情報から、
前記バイタル情報の前記平均μ及び前記標準偏差σを算出する
　請求項１６に記載のソフトウェア。
【請求項１８】
　前記判定手段は、前記平均μ、前記標準偏差σ、０より大きい数であるｎ及びｍを用い
て表された下記の式（１）の値を下限値及び式（２）の値を上限値とし、下限値及び上限
値の少なくとも一方を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判
定する
　請求項１６又は請求項１７に記載のソフトウェア。
　μ－ｎσ・・・式（１）
　μ＋ｍσ・・・式（２）
【請求項１９】
　同一個体に対する健康状態に関する複数の問診結果を、項目ごとに正常又は異常と判定
した第２の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録する健康問診情報記録手
段を備え、
　前記基準算出手段は、
　前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、前記健康問診情報記録
手段に記録された前記第２の健康問診情報に基づき、同第２の健康問診情報の内容に少な
くとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除き、前記平均μ及び前記標
準偏差σの少なくとも一方を算出する
　請求項１６乃至請求項１８のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項２０】
　前記基準算出手段は、
　前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、前日、又は、１つ前の
タイミングに測定したバイタルサインの値からの変位が所定の範囲を超えているバイタル
情報を除き、前記平均μ及び前記標準偏差σの少なくとも一方を算出する
　請求項１６乃至請求項１９のいずれか1項に記載のソフトウェア。
【請求項２１】
　所定の計測開始時点前に測定するバイタルサインの値及び測定日時の情報を含む基準バ
イタル情報と、前記所定の計測開始時点からの一定時間の間に複数回測定するバイタルサ
インの値及び測定日時の情報を含むモニタリングバイタル情報とで構成されたバイタル情
報に基づいて、個体の健康状態を判定するためのソフトウェアであって、
　情報処理機器を、
　同一個体から測定された前記バイタル情報の入力を受け付ける情報入力手段と、
　入力された前記バイタル情報を記録させる情報記録手段と、
　同一個体に対する健康状態に関する複数の問診結果を、項目ごとに正常又は異常と判定
した第３の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録する健康問診情報記録手
段と、
　前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、前記健康問診情報記録
手段に記録された前記第３の健康問診情報に基づき、同第３の健康問診情報の内容に少な
くとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除き、前記バイタル情報の全
部又は一部の、平均μを算出する基準平均値算出部と、
　前記平均μと入力された所定のバイタル情報のバイタルサインの値との差、又は、前記
平均μと前日又は１つ前の測定時の前記平均μとの差を、所定の数値と比較して、異常な
値か否かを判定する判定手段と、
を含む手段として機能させるためのソフトウェア。
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【請求項２２】
　前記基準平均値算出部は、
　前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、前日、又は、１つ前の
タイミングに測定したバイタルサインの値からの変位が所定の範囲を超えているバイタル
情報を除き、前記平均μを算出する
　請求項２１に記載のソフトウェア。
【請求項２３】
　測定されたバイタルサインの値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定
するためのソフトウェアであって、
　情報処理機器を、
　同一個体から測定された前記バイタル情報及び測定日時の情報の入力を受け付ける情報
入力手段と、
　入力された前記バイタル情報及び測定日時の情報を記録させる情報記録手段と、
　該情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のうち、前日、又は、１つ前のタ
イミングに測定したバイタルサインの値からの変位が所定の範囲を超えているバイタル情
報を除き、前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μを算出する基準平均値算出部と、
　前記平均μと入力された所定のバイタル情報のバイタルサインの値との差、又は、前記
平均μと前日の測定時の前記平均μとの差を、所定の数値と比較して、異常な値か否かを
判定する判定手段と、
を含む手段として機能させるためのソフトウェア。
【請求項２４】
　同一個体に対する少なくとも１つ以上の健康状態に関する問診結果を、項目ごとに正常
又は異常と判定した第４の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録する健康
問診情報記録手段を備え、
　前記基準平均値算出部は、前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のう
ち、前記健康問診情報記録手段に記録された前記第４の健康問診情報に基づき、同第４の
健康問診情報の内容に少なくとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除
き、前記平均μを算出する
　請求項２３に記載のソフトウェア。
【請求項２５】
　測定されたバイタルサインの値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定
するための健康状態判定装置であって、
　同一個体から測定された前記バイタル情報及び測定日時の情報の入力を受け付ける情報
入力手段と、
　入力された前記バイタル情報及び測定日時の情報を記録させる情報記録手段と、
　記録された複数の前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μ及び標準偏差σから選択
される少なくとも１つを算出する基準算出手段と、
　前記平均μ及び前記標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設定された所
定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する
判定手段と、
　前記判定手段が判定した判定結果を表示可能な表示手段とを備える
　健康状態判定装置。
【請求項２６】
　前記情報記録手段に記録された前記バイタル情報に基づき熱型表を作成すると共に、所
定の期間のバイタル情報から算出される正規分布に基づき同正規分布の確立密度関数をグ
ラフ化した正規分布曲線を作成する表示情報作成手段を備え、
　前記表示手段は、前記表示情報作成手段が作成した熱型表及び正規分布曲線を表示可能
に構成された
　請求項２５に記載の健康状態判定装置。
【請求項２７】
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　測定されたバイタルサインの値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定
するための健康状態判定方法であって、
　同一個体から測定された前記バイタル情報のうち、一定日数以上のバイタル情報の平均
μ及び標準偏差σから選択される少なくとも１つを算出する基準算出工程と、
　前記平均μ及び前記標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設定された所
定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する
判定工程とを備える
　健康状態判定方法。
【請求項２８】
　前記判定工程は、前記平均μ、前記標準偏差σ、０より大きい数であるｎ及びｍを用い
て表された下記の式（１）の値を下限値及び式（２）の値を上限値とし、下限値及び上限
値の少なくとも一方を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判
定する
　請求項２７に記載の健康状態判定方法。
　μ－ｎσ・・・式（１）
　μ＋ｍσ・・・式（２）
【請求項２９】
　同一個体に係る前記バイタル情報を記録させる情報記録工程と、
　記録された複数の前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μ及び標準偏差σから選択
される少なくとも１つを算出する基準算出工程と、
　前記平均μ及び前記標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設定された所
定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する
判定工程と、を実行する
　健康状態判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はソフトウェア、健康状態判定装置及び健康状態判定方法に関する。詳しくは、
対象者の個人差を考慮したバイタルサインや日々の体調を反映して、対象者ごとに異なる
個体内変動を精度高く捉えることが可能であり、対象者の健康管理や、一人ひとりの個性
にかなった医療の提供に寄与するソフトウェア、健康状態判定装置及び健康状態判定方法
に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野において「個別化医療（personalized medicine）」の重要性が高まっ
ている。個別化医療とは、一般的に、テーラーメード医療（tailor-made medicine）とい
われる「一人ひとりの個性にかなった医療を行うこと」をさしている。
【０００３】
　これまでの医療は、疾患を中心とした考え方に基づき行われるものであり、疾患の原因
を探索したり、その治療法を開発したりすることが主な目的とされている。この一方で、
疾患の状態は一人ひとりで千差万別であり、同じ病気であっても同じ治療法を適用するこ
とが必ずしも正しくないことは以前より知られてきている。
【０００４】
　しかしながら、従来の医療において、治療効果の個人差は、治療とその効果を観察しな
ければ分からないものとされ、一人ひとりに最適な治療計画を行うことは難しい状況にあ
る。
【０００５】
　ここで、個別化医療の実現には、個人ごとに異なる「バイオマーカー」を捉えることが
重要とされている。一般的には、バイオマーカーは、特定の病状や生命体の状態の指標で
あり、アメリカ国立衛生研究所（National Institutes of Health）の研究グループは、
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１９９８年に、バイオマーカーについて「通常の生物学的過程、病理学的過程、もしくは
治療的介入に対する薬理学的応答の指標として、客観的に測定され評価される特性」と定
義づけている。また、過去においては、バイオマーカーは主として、血圧や心拍数など生
理学的指標のことを意味していた。
【０００６】
　こうしたなか、複数の測定装置を用いて対象者の診断値情報を取得し、各診断値が異常
か否かを判断する健康管理システムが存在し、例えば、特許文献１に記載の健康管理シス
テムが提案されている。
【０００７】
　ここで、特許文献１に記載された健康管理システムでは、ユーザ端末に接続された体組
成測定装置、血圧測定装置、尿糖測定装置、血糖値測定装置及び体温測定装置等で診断値
情報（バイタルサイン）が得られるものとなっている。
【０００８】
　また、各診断値情報はデータベースに記録され、測定した診断値情報が異常か否かの判
断は、各ユーザの正常値の基準、例えば、３日分の測定情報の平均値を考慮して判断がな
されている。
【０００９】
　また、特許文献１に記載された健康管理システムをはじめ、従来の健康状態の判定では
、基準となる絶対値を設け、その絶対値に対する測定値の大小をもって、健康状態のラン
ク付けや、異常の検出を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１１－２２７５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１に記載の健康管理システムをはじめ、対象者のバイタル情報
の測定に基づき異常を検知する従来の仕組みは、対象者の個体内変動を考慮した検知とは
なっていない。特許文献１では、単に３日分の測定情報の平均値を算出して正常値の基準
とすることのみが記載され、対象者の個体内変動を考慮した検知とは言い難いものである
。
【００１２】
　また、特許文献１以外の従来技術では、例えば、体温情報から異常を判定する際に、対
象者から回答を得た平熱を基準値とし、上下１．０℃の範囲を超えた場合を異常とするケ
ースが多く見られる。この平熱からの体温変化にも変動幅に個人差があり、適切な基準値
となりえないことが想定される。
【００１３】
　即ち、体温の変位が大きくても正常と判断されるべき人や、体温の変位が小さくても異
常を検知されるべき人が適切に判定できなくなってしまう。このような構成では、精度の
高い健康状態の評価は困難なものとなる。
【００１４】
　今後、拡大が期待される個別化医療では、診断、予後、薬力学、モニタリングなどの目
的にかなったバイオマーカーが欠かせないものとなる。本発明者は、これまでに、「高齢
者の発病」、「診断」を目的とするバイオマーカーを中心に研究を進めてきた。その中で
、本発明者は、近年実施されている遺伝子レベルでの解析を行うバイオマーカーではなく
、人間の生命に関する最も基本的な情報である体温、脈拍、血圧等の「バイタルサイン」
をバイオマーカーとすることに可能性を見出した。
【００１５】
　このバイタルサインをバイオマーカーにできる理由は、体温、血圧、脈拍、呼吸数等の
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バイタルサインに、一人ひとり異なる「個体内変動」があるためである。即ち、対象者に
よって、バイタルサインの変化の仕方が異なっており、この変化の仕方を適切に捉えて、
解析することで、対象者の健康管理や診断等に寄与する技術が開発できると考えたのであ
る。
【００１６】
　また、本発明者は、これまでの研究により、基本的に人間のバイタルサインは、一定の
期間をかけて分布を見ると、バイタルサインが正規分布することを確認している。また、
バイタルサインの正規分布は、その人固有の個体内変動を含んで分布するものである。
【００１７】
　しかしながら、医療統計学において、バイタルサインに関する多くの人の標準偏差を見
る「個体間変動」の論文や報告等は存在するが、同一の対象者の「個体内変動」を扱った
ものは皆無である。
【００１８】
　また、従来の医学では、異なる複数の患者のバイタルサインのデータを集積して、多数
の患者の集積データと、特定の患者のバイタルサインのデータを比較する「個体間変動」
に着目する解析は多数存在するが、同一の対象者のバイタルサインの変動、即ち、「個体
内変動」に着目した解析は皆無であった。
【００１９】
　更に、従来の医学では、「個体間変動」の正規分布に着目した解析は多数行っているが
、「個体内変動」の正規分布に着目した解析や、診断等への活用は全くなされていなかっ
た。
【００２０】
　かかる状況の中、個別化医療において有用なバイオマーカーとなるバイタルサインやそ
の解析では、対象者個人の個体内変動を充分に反映した基準が重要であり、これを利用し
た判定技術が強く望まれている。
【００２１】
　また、個体内変動を利用した健康状態の判定技術は、対象者が体調に異常が生じた状態
の早期発見に活用できるだけでなく、体調に異常が生じる前の段階における体調の自己管
理、予防等に関して、所謂、セルフマネジメントに活用できる可能性を充分に有している
。
【００２２】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであり、対象者の個人差を考慮したバイタ
ルサインや日々の体調を反映して、対象者ごとに異なる個体内変動を精度高く捉えること
が可能であり、対象者の健康管理や、一人ひとりの個性にかなった医療の提供に寄与する
ソフトウェア、健康状態判定装置及び健康状態判定方法に係るものである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記の目的を達成するために、本発明のソフトウェアは、測定されたバイタルサインの
値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定するためのソフトウェアであっ
て、情報処理機器を、同一個体から測定された前記バイタル情報及び測定日時の情報の入
力を受け付ける情報入力手段と、入力された前記バイタル情報及び測定日時の情報を記録
させる情報記録手段と、記録された複数の前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μ及
び標準偏差σから選択される少なくとも１つを算出する基準算出手段と、前記平均μ及び
前記標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設定された所定の数値範囲を基
準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する判定手段と、を含
む手段として機能させるためのソフトウェアとして構成されている。なお、本明細書にお
いて、ソフトウェアとは、コンピュータの動作に関するプログラムのことである。また、
プログラムとは、コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるもの
をいう。
【００２４】
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　ここで、情報入力手段が、同一個体から測定されたバイタル情報を受け付け、情報記録
手段に、入力されたバイタル情報を記録させることによって、同一個体のバイタル情報を
蓄積することができる。なお、ここでいう同一個体とは、測定したバイタルサインの値が
異常な値か否かを判定する判定対象を指すものである。
【００２５】
　また、ここでいう「個体」とは、単独の生物（ヒト又は動物）のことである。なお、本
発明は、単一のソフトウェアで、単独の同一個体のバイタル情報を記録する態様と、複数
の同一個体のバイタル情報を同一個体ごとに記録する態様を含んでいる。同一個体とは、
例えばヒトであれば、同一人物のことをいう。
【００２６】
　また、ここでいう「同一個体から測定されたバイタル情報」とは、情報入力手段での入
力の段階で個体の区別が可能であることを意味している。例えば、１人の対象者が自分だ
けのバイタル情報を入力する態様や、複数の対象者の情報を取り扱う際に、特定の個人用
の入力画面が表示されてバイタル情報を入力する態様等、入力するための形式を異ならせ
て、個体を区別することが考えられる。
【００２７】
　また、情報入力手段が、同一個体から測定されたバイタル情報及び測定日時の情報の入
力を受け付け、情報記録手段に、入力されたバイタル情報及び測定日時の情報を記録させ
ることによって、同一個体のバイタル情報が測定した日時の情報と共に蓄積されるものと
なる。即ち、同一個体の複数のバイタル情報を測定日時の情報と紐付けて取扱うことが可
能となる。また、異なるバイタル情報を比較する際に、比較するバイタル情報の間での変
位の状況や、変位量を確認可能となる。なお、ここでいう測定日時の情報は、情報入力手
段にバイタル情報を入力する際に、入力者が測定日時の情報を入力する態様や、バイタル
情報を入力する際の時間が情報入力手段に自動的に入力される態様が含まれるものである
。
【００２８】
　また、基準算出手段が、記録された複数のバイタル情報の全部又は一部の平均μを算出
することによって、同一個体の個体内変動が反映されたバイタル情報の平均値の情報を利
用可能となる。なお、ここでいう平均μとは、「各バイタル値の総和」から「バイタル値
のデータ数」を割った値を意味するものである。また、ここでいう「記録された複数のバ
イタル情報の平均μ」は、記録されたバイタル情報の全データから算出するものだけでな
く、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。更に、平均μの算出根拠と
なるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデータだけでなく、
日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい。また、ここでい
う平均μの算出根拠となるバイタル情報は、後述するバイタル値の急な変位に基づくバイ
タル値の除外や、健康問診情報の内容に基づくバイタル値の除外を行っていないものであ
る。
【００２９】
　また、基準算出手段が、記録された複数のバイタル情報の全部又は一部の標準偏差σを
算出することによって、同一個体の個体内変動が反映されたバイタル情報の標準偏差の情
報を利用可能となる。なお、ここでいう標準偏差σとは、所定の期間のバイタル情報の「
偏差の二乗平均」である。更に言えば、「偏差」とは、所定の期間のバイタル情報の「各
バイタル値」から「所定の期間のバイタル値の平均値」を引いた値である。また、ここで
いう「記録された複数のバイタル情報の標準偏差σ」は、記録されたバイタル情報の全デ
ータから算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでい
る。更に、標準偏差σの算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継
続的に測定したデータだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるも
のであってもよい。また、ここでいう標準偏差σの算出根拠となるバイタル情報は、後述
するバイタル値の急な変位に基づくバイタル値の除外や、健康問診情報の内容に基づくバ
イタル値の除外を行っていないものである。
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【００３０】
　また、基準算出手段が、記録された複数のバイタル情報の全部又は一部の、平均μ及び
標準偏差σから選択される少なくとも１つを算出することによって、平均μ及び標準偏差
σのいずれか１つが算出可能となる。また、平均μ及び標準偏差σの両方を算出すること
も可能である。
【００３１】
　また、判定手段が、平均μ及び標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設
定された所定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否か
を判定することによって、同一個体の個体内変動が反映された基準をもって、同一個体の
バイタル情報について異常な値か否かを判定可能となる。即ち、判定基準となる所定の数
値範囲は、同一個体について蓄積したバイタル情報から算出された平均値や標準偏差を利
用して設定されるため、その同一個体に固有で、かつ、バイタル情報の平均値や平均値か
らの散らばりが反映された基準をもって異常か否かを判定できる。なお、ここでいう「入
力された所定のバイタル情報」とは、判定の対象となるバイタル情報を意味している。ま
た、ここでいう「所定の数値範囲」は、入力された所定のバイタル情報、即ち、判定の対
象となる所定のバイタル情報を含んで設定された数値範囲と、判定の対象となる所定のバ
イタル情報を含まずに、それ以前の過去のバイタル情報から設定された数値範囲の両方を
含むものである。また、「所定の数値範囲」は、基準となる値、例えば、上限値を設定し
た際に、判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を
超えた際に「異常」とする態様の両方を含むものである。入力された所定のバイタル情報
は、直近に入力されたバイタル情報であることができる。また、入力された所定のバイタ
ル情報は、以前に入力されたバイタル情報のうちの一つまたは複数のバイタル情報である
ことができる。
【００３２】
　また、基準算出手段が、平均μ及び標準偏差σを算出し、平均μ及び標準偏差σから正
規分布を算出する場合には、ある期間での同一個体のバイタル情報について、例えば、同
分布の確立密度関数をグラフ化して表示しやすくなり、平均値からのバラツキや確率密度
を容易に確認可能となる。
【００３３】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された所定の期間の少なくとも２つのバイ
タル情報から平均μ及び標準偏差σを算出する場合には、記録された複数のバイタル情報
の全データを利用せずに、その一部の情報から平均μ及び標準偏差σを算出可能となる。
【００３４】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された少なくとも３０日分以上のバイタル
情報から平均μ及び標準偏差σを算出する場合には、より一層、同一個体の個体内変動が
反映された平均値及び標準偏差を算出可能となる。この結果、異常な値か否かを判定する
基準の精度を高めることができる。なお、ここでいう３０日分以上のバイタルとは、連続
した日付だけでなく、日数に隔たりがある情報について、合計して３０日分以上になるバ
イタル情報も含むものである。
【００３５】
　また、判定手段が、平均μ、標準偏差σ、０より大きい数であるｎ及びｍを用いて表さ
れた下記の式（１）の値を下限値及び式（２）の値を上限値とし、下限値及び上限値の少
なくとも一方を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する
場合には、平均μから負の方向にｎσの値分離れた数値を下限値、平均μからｍσの値分
離れた数値を上限値とした判定基準とすることができる。
　μ－ｎσ・・・式（１）
　μ＋ｍσ・・・式（２）
　即ち、平均μからｎσを引いた値が下限値、平均μにｍσ足した値を上限値として、こ
れらの少なくとも一方を基準に、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能となる。なお
、ｎ及びｍの値は上述したように０より大きい数であればよく、このｎ及びｍの値は、判
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定基準の厳密さや、バイタルの種類、対象者の既往歴等の種々の条件を考慮して適宜設定
することができるものである。なお、バイタル情報が正規分布する場合には、μ±２σの
範囲に約９５％強のバイタル情報が分布するものとなり、これを判定基準の一例として採
用することもできる。また、「下限値及び上限値の少なくとも一方」であるので、下限値
のみ又は上限値のみ基準として設定する態様だけでなく、下限値と上限値の両方を基準と
して採用する態様も含むものである。
【００３６】
　また、バイタル情報が、同日の午前及び午後に少なくとも１回ずつ測定されたバイタル
サインの値を含む場合には、その日の最高数値及び最低数値が確認可能となり、同日中や
異なる日付の間でのバイタル情報の比較が可能となる。例えば、午後に測定したバイタル
値が、午前に計測したバイタル値からの変位量が大きく、所定の変位量を超えていた際に
異常な値と判定することができる。また、同様に、異なる日付間でのバイタル値の最高数
値（又は最低数値）の変位が、所定の変位量を超えていた際に異常な値と判定することが
できる。更に、1日に最低２回はバイタル情報が記録され、データの蓄積量が増えるため
、より一層、同一個体の個体内変動が反映された平均μ及び標準偏差σを算出可能となる
。
【００３７】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、前日に
測定したバイタルサインの値からの変位が所定の範囲を超えているバイタル情報を除き、
平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方を算出する場合には、同一個体の平穏な状態を反
映したバイタル情報の平均値及び標準偏差の少なくとも一方を利用可能となる。即ち、バ
イタル情報の急な変化のあった日の値が、平均値及び標準偏差の少なくとも一方の算出根
拠に含まれなくなり、同一個体の平穏な状態を捉えやすくなる。なお、ここでいう前日に
測定したバイタル情報の値という表現での「前日」とは、日々取得して記録したバイタル
情報から見て、「その前の日」のバイタル情報を意味する。例えば、異常の判定を行う日
を基準に、６日前のバイタル情報の値を平均値の算出根拠に入れるか否かは、７日前のバ
イタル情報の値からの変位で決めるものとなる。
【００３８】
　また、ここでいう「平均μ」又は「標準偏差σ」は、除外後のバイタル情報の全データ
から算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。
更に、算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデ
ータだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい
。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、平均μのみの算出や、
標準偏差σのみの算出、また、平均μと標準偏差σの両方を算出する態様を含むものであ
る。
【００３９】
　また、判定手段は、平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方に基づいて設定された所定
の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定するた
め、同一個体の平穏な状態を反映したバイタル情報の平均値及び標準偏差の少なくとも一
方に基づき設定された判定基準によって、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能とな
る。また、ここでの「所定の数値範囲」は、入力された所定のバイタル情報、即ち、判定
の対象となるバイタル情報を含んで設定された数値範囲と、判定の対象となるバイタル情
報を含まずに、それ以前の過去のバイタル情報から設定された数値範囲の両方を含むもの
である。また、「所定の数値範囲」は、基準となる値、例えば、上限値を設定した際に、
判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を超えた際
に「異常」とする態様の両方を含むものである。また、「平均μ及び標準偏差σの少なく
とも一方」であるので、バイタル情報を除外して算出した平均μとバイタル情報を除外す
ることなく算出した標準偏差σとの組み合わせや、バイタル情報を除外することなく算出
した平均μとバイタル情報を除外して算出した標準偏差σとの組み合わせ、また、バイタ
ル情報を除外して算出した平均μ及びバイタル情報を除外して算出した標準偏差σの組み
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合わせの態様を含んで基準が設定されるものである。
【００４０】
　また、同一個体に対する少なくとも１つ以上の健康状態に関する問診結果を、項目ごと
に正常又は異常と判定した第１の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録す
る健康問診情報記録手段を備える場合には、同一個体に確認した問診内容の結果と、その
結果を正常又は異常とみなした評価結果を問診日の情報と共に記録可能となる。なお、問
診の内容は、例えば、判定日やその前日の健康状態に関する情報を反映したものであり、
その日の体調や、睡眠が充分にとれているか否か等の内容であってよい。また、ここでの
健康問診情報における、「正常又は異常と判定した」との点は、回答内容で決まる判定結
果を意味する。より詳細には、「今日の体調はどうですか？」という問診に対して、「よ
い」との回答をすれば「正常」、「悪い」と回答すれば「異常」と判定されるものである
。
【００４１】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、健康問
診情報記録手段に記録された第１の健康問診情報に基づき、第１の健康問診情報の内容に
少なくとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除き、平均μ及び標準偏
差σの少なくとも一方を算出する場合には、同一個体の平穏な状態を反映したバイタル情
報の平均値及び標準偏差の少なくとも一方を利用可能となる。即ち、問診の結果で異常が
確認された日のバイタル値が、平均値及び標準偏差の少なくとも一方の算出根拠に含まれ
なくなり、同一個体の平穏な状態を捉えやすくなる。
【００４２】
　また、ここでいう「平均μ」又は「標準偏差σ」は、除外後のバイタル情報の全データ
から算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。
更に、算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデ
ータだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい
。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、平均μのみの算出や、
標準偏差σのみの算出、また、平均μと標準偏差σの両方を算出する態様を含むものであ
る。
【００４３】
　また、判定手段は、平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方に基づいて設定された所定
の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定するた
め、同一個体の平穏な状態を反映したバイタル情報の平均値及び標準偏差の少なくとも一
方に基づき設定された判定基準によって、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能とな
る。また、ここでの「所定の数値範囲」は、入力された所定のバイタル情報、即ち、判定
の対象となるバイタル情報を含んで設定された数値範囲と、判定の対象となるバイタル情
報を含まずに、それ以前の過去のバイタル情報から設定された数値範囲の両方を含むもの
である。また、「所定の数値範囲」は、基準となる値、例えば、上限値を設定した際に、
判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を超えた際
に「異常」とする態様の両方を含むものである。また、「平均μ及び標準偏差σの少なく
とも一方」であるので、バイタル情報を除外して算出した平均μとバイタル情報を除外す
ることなく算出した標準偏差σとの組み合わせや、バイタル情報を除外することなく算出
した平均μとバイタル情報を除外して算出した標準偏差σとの組み合わせ、また、バイタ
ル情報を除外して算出した平均μとバイタル情報を除外して算出した標準偏差σの組み合
わせの態様を含んで基準が設定されるものである。
【００４４】
　また、基準算出手段が、更に、情報記録手段に記録されたバイタル情報から直近７日間
のバイタルサインの値の平均値である直近バイタル平均値と、直近３０日間のバイタルサ
インの値の平均値である対照バイタル平均値を算出し、ソフトウェアが、更に、情報処理
機器を、第２判定手段として機能させるためのソフトウェアを含み、第２判定手段が、直
近バイタル平均値と対照バイタル平均値との差が、所定の範囲を超えている場合に、体調
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悪化傾向の値と判定する場合には、バイタル情報の平均値の変化を根拠に、同一個体の健
康状態が悪化することを予測した情報を提供可能となる。即ち、直近一週間と、直近1か
月におけるバイタル平均値のゆらぎを根拠にして、バイタル平均値自体が大きく変化する
現象を、対象となる同一個体の健康状態の大きな変化と捉え、異常をきたす予測情報とし
て利用する。なお、ここでの「直近」には、判定の対象となるバイタル情報を含む態様と
、含まない態様の両方が採用可能である。
【００４５】
　また、情報入力手段が、判定手段が入力された所定のバイタル情報を異常な値と判定し
た後に、再度測定した同一個体の再測定バイタル情報及び測定日時の入力を受け付け、情
報記録手段が、再測定バイタル情報及び測定日時の情報を記録する場合には、判定の根拠
となったバイタル情報に加えて、更に、再度の測定を行った同一個体のバイタル情報が記
録可能となる。例えば、判定の根拠となったバイタル情報の値が、何等かの理由で誤った
数値となり、その測定値をもって異常な値と判定されるケースにおいて、再度、判定結果
が正確か否かを確認するためのバイタル情報の入力及び記録が可能となる。
【００４６】
　また、ソフトウェアが、更に、情報処理機器を、第３判定手段として機能させるための
ソフトウェアを含み、第３判定手段が、再測定バイタル情報が異常な値か否かを判定する
場合には、再度測定したバイタル情報に対して判定を行うことが可能となる。即ち、例え
ば、上述したように、異常な値であるとの１回目の判定の根拠となったバイタル情報の値
が何等かの理由で誤った数値であった際に、再度、異常の有無を判定可能となる。更に、
この場合には、再測定バイタル情報をもって、次回の判定に用いる平均値、標準偏差及び
これらに基づき設定される判定基準が作成される態様とすることもできる。
【００４７】
　また、情報記録手段が、バイタル測定を行う目安となる時刻の情報である目安測定時刻
情報を記録する場合には、同一個体がバイタル情報を測定すべきタイミングの情報を記録
可能となる。また、実際にバイタル情報を測定した日時と、目安測定時刻情報との間の時
間差を算出可能となる。
【００４８】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、その測
定した日時と、目安測定時刻情報との間の時間差が所定の範囲を超えているバイタル情報
を除き、平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方を算出する場合には、一律の測定目安時
刻から外れた時間帯に測定されたバイタル情報の値が、平均値及び標準偏差の少なくとも
一方の算出根拠に含まれなくなり、ある程度決まった時間帯で測定されたバイタル情報の
値のみから平均値や標準偏差を算出可能となる。
【００４９】
　また、ここでいう「平均μ」又は「標準偏差σ」は、除外後のバイタル情報の全データ
から算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。
更に、算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデ
ータだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい
。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、平均μのみの算出や、
標準偏差σのみの算出、また、平均μと標準偏差σの両方を算出する態様を含むものであ
る。
【００５０】
　また、判定手段は、平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方に基づいて設定された所定
の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定するた
め、より一層正確に個体内変動差を反映した基準をもって、バイタル情報の値について異
常の有無を判定可能となる。即ち、測定した時間帯にばらつきの少ないバイタル情報から
平均値や標準偏差が算出され、これを基準に判定が可能になるため、１日の時間帯と共に
変化する同一個体のバイタル情報を反映させやすくなる。また、ここでの「所定の数値範
囲」は、入力された所定のバイタル情報、即ち、判定の対象となるバイタル情報を含んで
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設定された数値範囲と、判定の対象となるバイタル情報を含まずに、それ以前の過去のバ
イタル情報から設定された数値範囲の両方を含むものである。また、「所定の数値範囲」
は、基準となる値、例えば、上限値を設定した際に、判定の対象となる数値が上限値以上
となる際に「異常」とする態様と、上限値を超えた際に「異常」とする態様の両方を含む
ものである。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、バイタル情
報を除外して算出した平均μとバイタル情報を除外することなく算出した標準偏差σとの
組み合わせや、バイタル情報を除外することなく算出した平均μとバイタル情報を除外し
て算出した標準偏差σとの組み合わせ、また、バイタル情報を除外して算出した平均μと
バイタル情報を除外して算出した標準偏差σの組み合わせの態様を含んで基準が設定され
るものである。
【００５１】
　また、バイタルサインの種類が、体温、脈拍、収縮期血圧、拡張期血圧及び呼吸数から
選択された少なくとも１つを含む場合には、体温、脈拍、収縮期血圧、拡張期血圧及び呼
吸数の少なくとも１つのバイタルサインの値に基づいて、異常な値か否かを判定可能とな
る。
【００５２】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された同一個体のバイタルサインの値及び
測定日時の情報を含む所定のバイタル情報を含めて平均μ及び標準偏差σの少なくとも一
方を算出する場合には、判定の対象となるバイタル情報を含んだ上で判定基準が算出され
るものとなる。この結果、判定日当日の対象者の体調が反映されたバイタル情報も含めた
形での判定が可能となる。
【００５３】
　また、情報記録手段が、個体を識別可能な個体識別情報をバイタル情報と紐付けて記録
可能な場合には、各バイタル情報を個体ごとに識別して取扱い可能となる。即ち、例えば
、１つのソフトウェアで複数人の対象者のバイタル情報を管理して、複数人の対象者のバ
イタル情報について判定が可能となる。
【００５４】
　また、バイタルサインは、ヒト及び動物の少なくとも一方から測定されたバイタルサイ
ンである場合には、判定の対象者を、人間や動物として設定可能となる。なお、ここでい
う動物とは、特に種類が限定されるものではなく、バイタルサインの値が測定可能な動物
であれば、異常の判定の対象と成り得るものである。
【００５５】
　また、バイタル情報が、所定の計測開始時点前に測定するバイタルサインの値及び測定
日時の情報を含む基準バイタル情報を含めて構成された場合には、対象者のある特定のタ
イミングで測定したバイタルサインの値とその測定日時の情報が入力され、記録されるも
のとなる。なお、ここでいう所定の計測開始時点前とは、例えば、対象者が何等かの作業
現場で労働を行う作業者であれば、作業開始前の状態の時点を意味する。また、労働を行
う作業者でなくても、通常の生活を営む人、例えば、独居老人や介護施設の入居者、主婦
、こども等を対象者として、朝の一定の時間を所定の計測開始時点前として設定したもの
も含むものである。
【００５６】
　また、バイタル情報が、所定の計測開始時点からの一定時間の間に複数回測定するバイ
タルサインの値及び測定日時の情報を含むモニタリングバイタル情報を含めて構成された
場合には、所定の計測開始時点からの一定時間の間における複数のタイミングで測定した
バイタルサインの値とその測定日時の情報が入力され、記録されるものとなる。なお、こ
こでいう所定の計測開始時点からの一定時間の間とは、例えば、労働を行う作業者であれ
ば、一日の作業開始から作業終了までの間や、午前や午後等の一定の区切りの間、又は、
特定の作業を行っている活動時間等を含むものである。また、通常の生活を営む人であれ
ば、活動開始から就寝までの間、室内にいる一定時間の間、何等かの活動を行っている間
等を含むものである。また、複数回測定とは、例えば、一定間隔で測定する内容や、設定
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した複数の時刻で都度、バイタルを測定する内容を含むものである。
【００５７】
　また、バイタル情報が、所定の計測開始時点前に測定するバイタルサインの値及び測定
日時の情報を含む基準バイタル情報と、所定の計測開始時点からの一定時間の間に複数回
測定するバイタルサインの値及び測定日時の情報を含むモニタリングバイタル情報で構成
された場合には、所定の計測開始時点の前後で分かれたバイタル情報を取扱い可能となる
。即ち、例えば、対象者が労働を行う作業者であれば、作業開始時刻を所定の計測開始時
点に設定して、作業前の基準バイタル情報と、作業中の間のモニタリングバイタル情報と
して取り扱い可能となる。
【００５８】
　また、基準算出手段が、基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報の少なくとも
一方から、バイタル情報の平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方を算出する場合には、
基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報の少なくとも一方に基づくバイタル情報
の平均値及び標準偏差の少なくとも一方を利用可能となる。即ち、例えば、対象者が労働
を行う作業者であれば、作業前の平穏な状態や、作業中の状態を反映した対象者の個体内
変動が反映されたバイタル情報の平均値及び標準偏差の情報を利用可能となる。
【００５９】
　また、ここでいう「平均μ及び標準偏差」は、記録された複数のバイタル情報の全デー
タから算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる
。更に、算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定した
データだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよ
い。また、「平均μ及び標準偏差」は「基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報
の少なくとも一方から」算出される値であるので、基準バイタル情報のみからの算出や、
モニタリングバイタル情報のみからの算出、また、基準バイタル情報及びモニタリングバ
イタル情報の両方からの算出する態様を含むものである。
【００６０】
　また、判定手段は、平均μ及び標準偏差σに基づいて設定された所定の数値範囲を基準
にして、入力されたバイタル情報が異常な値か否かを判定するため、所定の計測開始時点
の前後における同一個体の状態を反映したバイタル情報の平均値及び標準偏差の少なくと
も一方に基づき設定された判定基準によって、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能
となる。また、ここでの「所定の数値範囲」は、入力された所定のバイタル情報、即ち、
判定の対象となるバイタル情報を含んで設定された数値範囲と、判定の対象となるバイタ
ル情報を含まずに、それ以前の過去のバイタル情報から設定された数値範囲の両方を含む
ものである。また、「所定の数値範囲」は、基準となる値、例えば、上限値を設定した際
に、判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を超え
た際に「異常」とする態様の両方を含むものである。また、ここでの異常の判定の対象は
、基準バイタル情報とモニタリングバイタル情報の両方である。
【００６１】
　また、基準算出手段が、基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報から、バイタ
ル情報の平均μ及び標準偏差σを算出する場合には、基準バイタル情報とモニタリングバ
イタル情報の両方におけるバイタルサインの値の変動を反映して、平均μ及び標準偏差σ
を算出可能となる。
【００６２】
　また、判定手段が、平均μ、標準偏差σ、０より大きい数であるｎ及びｍを用いて表さ
れた下記の式（１）の値を下限値及び式（２）の値を上限値とし、下限値及び上限値の少
なくとも一方を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する
場合には、平均μから負の方向にｎσの値分離れた数値を下限値、平均μからｍσの値分
離れた数値を上限値とした判定基準とすることができる。
　μ－ｎσ・・・式（１）
　μ＋ｍσ・・・式（２）
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　即ち、平均μからｎσを引いた値が下限値、平均μにｍσ足した値を上限値として、こ
れらの少なくとも一方を基準に、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能となる。なお
、ｎ及びｍの値は上述したように０より大きい数であればよく、このｎ及びｍの値は、判
定基準の厳密さや、バイタルの種類、対象者の既往歴等の種々の条件を考慮して適宜設定
することができるものである。また、「下限値及び上限値の少なくとも一方」であるので
、下限値のみ又は上限値のみ基準として設定する態様だけでなく、下限値と上限値の両方
を基準として採用する態様も含むものである。
【００６３】
　また、同一個体に対する健康状態に関する複数の問診結果を、項目ごとに正常又は異常
と判定した第２の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録する健康問診情報
記録手段を備える場合には、同一個体に確認した問診内容の結果と、その結果を正常又は
異常とみなした評価結果を問診日の情報と共に記録可能となる。なお、問診の内容は、対
象者の判定日やその前日の健康状態に関する情報を反映したものであり、例えば、その日
の体調や、前日の夜の睡眠時間、又は、睡眠が充分にとれているか否か、前日の飲酒の有
無、その日に二日酔いの状態か否か等の内容が含まれる。また、ここでの健康問診情報に
おける、正常又は異常と判定したとは、対象者自身が問診の回答内容で決まる判定結果を
意味する。より詳細には、「今日の体調はどうですか？」という問診に対して、対象者が
「よい」との回答をすれば「正常」、「悪い」と回答すれば「異常」となるように判定さ
れるものである。
【００６４】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、健康問
診情報記録手段に記録された第２の健康問診情報に基づき、第２の健康問診情報の内容に
少なくとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除き、平均μ及び標準偏
差σの少なくとも一方を算出する場合には、同一個体の平穏な状態を反映したバイタル情
報の平均値及び標準偏差の少なくとも一方を利用可能となる。即ち、問診の結果で異常が
確認された日のバイタル値が、平均値及び標準偏差の少なくとも一方の算出根拠に含まれ
なくなり、同一個体の平穏な状態を捉えやすくなる。
【００６５】
　また、ここでいう「平均μ」又は「標準偏差σ」は、除外後のバイタル情報の全データ
から算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。
更に、算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデ
ータだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい
。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、平均μのみの算出や、
標準偏差σのみの算出、また、平均μと標準偏差σの両方を算出する態様を含むものであ
る。
【００６６】
　また、判定手段は、平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方に基づいて設定された所定
の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定するた
め、所定の計測開始時点の前後における同一個体の状態と、同一個体の平穏な状態を反映
したバイタル情報の平均値及び標準偏差の少なくとも一方に基づき設定された判定基準に
よって、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能となる。また、ここでいう「所定の数
値範囲」は、入力された所定のバイタル情報、即ち、判定の対象となるバイタル情報を含
んで設定された数値範囲と、判定の対象となるバイタル情報を含まずに、それ以前の過去
のバイタル情報から設定された数値範囲の両方を含むものである。また、「所定の数値範
囲」は、基準となる値、例えば、上限値を設定した際に、判定の対象となる数値が上限値
以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を超えた際に「異常」とする態様の両方を
含むものである。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、バイタ
ル情報を除外して算出した平均μとバイタル情報を除外することなく算出した標準偏差σ
との組み合わせや、バイタル情報を除外することなく算出した平均μとバイタル情報を除
外して算出した標準偏差σとの組み合わせ、また、バイタル情報を除外して算出した平均
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μとバイタル情報を除外して算出した標準偏差σの組み合わせの態様を含んで基準が設定
されるものである。
【００６７】
　また、基準算出手段が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、前日、
又は、１つ前のタイミングに測定したバイタルサインの値からの変位が所定の範囲を超え
ているバイタル情報を除き、平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方を算出する場合には
、所定の計測開始時点の前後における同一個体の状態と、同一個体の平穏な状態を反映し
たバイタル情報の平均値及び標準偏差の少なくとも一方を利用可能となる。即ち、バイタ
ル情報の急な変化のあったタイミングの値が、平均値及び標準偏差の少なくとも一方の算
出根拠に含まれなくなり、同一個体の平穏な状態を捉えやすくなる。なお、ここでいう前
日、又は、１つ前のタイミングに測定したバイタル情報の値とは、例えば、基準バイタル
情報の測定タイミングが１日１回に設定されていた際の「前日の基準バイタル情報」や、
同じ日に複数回測定したモニタリングバイタル情報での「１つ前のタイミングに測定した
モニタリングバイタル情報」を意味するものである。また、例えば、「前日の同じ時間帯
に測定したモニタリングバイタル情報」を含んでいてもよい。
【００６８】
　また、ここでいう「平均μ」又は「標準偏差σ」は、除外後のバイタル情報の全データ
から算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。
更に、算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデ
ータだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい
。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、平均μのみの算出や、
標準偏差σのみの算出、また、平均μと標準偏差σの両方を算出する態様を含むものであ
る。
【００６９】
　また、判定手段は、平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方に基づいて設定された所定
の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定するた
め、所定の計測開始時点の前後における同一個体の状態と、同一個体の平穏な状態を反映
したバイタル情報の平均値及び標準偏差の少なくとも一方に基づき設定された判定基準に
よって、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能となる。また、ここでいう「所定の数
値範囲」は、入力された所定のバイタル情報、即ち、判定の対象となるバイタル情報を含
んで設定された数値範囲と、判定の対象となるバイタル情報を含まずに、それ以前の過去
のバイタル情報から設定された数値範囲の両方を含むものである。また、「所定の数値範
囲」は、基準となる値、例えば、上限値を設定した際に、判定の対象となる数値が上限値
以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を超えた際に「異常」とする態様の両方を
含むものである。また、「平均μ及び標準偏差σの少なくとも一方」であるので、バイタ
ル情報を除外して算出した平均μとバイタル情報を除外することなく算出した標準偏差σ
との組み合わせや、バイタル情報を除外することなく算出した平均μとバイタル情報を除
外して算出した標準偏差σとの組み合わせ、また、バイタル情報を除外して算出した平均
μとバイタル情報を除外して算出した標準偏差σの組み合わせの態様を含んで基準が設定
されるものである。
【００７０】
　また、上記の目的を達成するために、本発明のソフトウェアは、所定の計測開始時点前
に測定するバイタルサインの値及び測定日時の情報を含む基準バイタル情報と、前記所定
の計測開始時点からの一定時間の間に複数回測定するバイタルサインの値及び測定日時の
情報を含むモニタリングバイタル情報とで構成されたバイタル情報に基づいて、個体の健
康状態を判定するためのソフトウェアであって、情報処理機器を、同一個体から測定され
た前記バイタル情報の入力を受け付ける情報入力手段と、入力された前記バイタル情報を
記録させる情報記録手段と、同一個体に対する健康状態に関する複数の問診結果を、項目
ごとに正常又は異常と判定した第３の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記
録する健康問診情報記録手段と、前記情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報
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のうち、前記健康問診情報記録手段に記録された前記第３の健康問診情報に基づき、同第
３の健康問診情報の内容に少なくとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報
を除き、前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μを算出する基準平均値算出部と、
　前記平均μと入力された所定のバイタル情報のバイタルサインの値との差、又は、前記
平均μと前日又は１つ前の測定時の前記平均μとの差を、所定の数値と比較して、異常な
値か否かを判定する判定手段と、を含む手段として機能させるためのソフトウェアとして
構成されている。
【００７１】
　ここで、バイタル情報が、所定の計測開始時点前に測定するバイタルサインの値及び測
定日時の情報を含む基準バイタル情報を含むことによって、対象者のある特定のタイミン
グで測定したバイタルサインの値とその測定日時の情報が入力され、記録されるものとな
る。なお、ここでいう所定の計測開始時点前とは、例えば、対象者が何等かの作業現場で
労働を行う作業者であれば、作業開始前の状態の時点を意味する。また、労働を行う作業
者でなくても、通常の生活を営む人、例えば、独居老人や介護施設の入居者、主婦、こど
も等を対象者として、朝の一定の時間を所定の計測開始時点前として設定したものも含む
ものである。
【００７２】
　また、バイタル情報が、所定の計測開始時点からの一定時間の間に複数回測定するバイ
タルサインの値及び測定日時の情報を含むモニタリングバイタル情報を含むことによって
、所定の計測開始時点からの一定時間の間における複数のタイミングで測定したバイタル
サインの値とその測定日時の情報が入力され、記録されるものとなる。なお、ここでいう
所定の計測開始時点からの一定時間の間とは、例えば、労働を行う作業者であれば、一日
の作業開始から作業終了までの間や、午前や午後等の一定の区切りの間、又は、特定の作
業を行っている活動時間等を含むものである。また、通常の生活を営む人であれば、活動
開始から就寝までの間、室内にいる一定時間の間、何等かの活動を行っている間等を含む
ものである。また、複数回測定とは、例えば、一定間隔で測定する内容や、設定した複数
の時刻で都度、バイタルを測定する内容を含むものである。
【００７３】
　また、バイタル情報が、所定の計測開始時点前に測定するバイタルサインの値及び測定
日時の情報を含む基準バイタル情報と、所定の計測開始時点からの一定時間の間に複数回
測定するバイタルサインの値及び測定日時の情報を含むモニタリングバイタル情報で構成
されたことによって、所定の計測開始時点の前後で分かれたバイタル情報を取扱い可能と
なる。即ち、例えば、対象者が労働を行う作業者であれば、作業開始時刻を所定の計測開
始時点に設定して、作業前の基準バイタル情報と、作業中の間のモニタリングバイタル情
報として取り扱い可能となる。
【００７４】
　また、同一個体に対する健康状態に関する複数の問診結果を、項目ごとに正常又は異常
と判定した第３の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録する健康問診情報
記録手段を備えることによって、同一個体に確認した問診内容の結果と、その結果を正常
又は異常とみなした評価結果を問診日の情報と共に記録可能となる。なお、問診の内容は
、対象者の判定日やその前日の健康状態に関する情報を反映したものであり、例えば、そ
の日の体調や、前日の夜の睡眠時間、又は、睡眠が充分にとれているか否か、前日の飲酒
の有無、その日に二日酔いの状態か否か等の内容が含まれる。また、ここでの健康問診情
報における、正常又は異常と判定したとは、対象者自身が問診の回答内容で決まる判定結
果を意味する。より詳細には、「今日の体調はどうですか？」という問診に対して、対象
者が「よい」との回答をすれば「正常」、「悪い」と回答すれば「異常」となるように判
定されるものである。
【００７５】
　また、基準平均値算出部が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、健
康問診情報記録手段に記録された第３の健康問診情報に基づき、第３の健康問診情報の内
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容に少なくとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除き、前記バイタル
情報の全部又は一部の、平均μを算出することによって、同一個体の平穏な状態を反映し
たバイタル情報の平均値を利用可能となる。即ち、問診の結果で異常が確認された日のバ
イタル値が、平均値の算出根拠に含まれなくなり、同一個体の平穏な状態を捉えやすくな
る。
【００７６】
　また、ここでいう「平均μ」は、除外後のバイタル情報の全データから算出するものだ
けでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。更に、算出根拠とな
るバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデータだけでなく、日
数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい。また、「平均μ」
は、基準バイタル情報のみからの算出や、モニタリングバイタル情報のみからの算出、ま
た、基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報の両方からの算出する態様を含むも
のである。
【００７７】
　また、判定手段が、平均μと入力された所定のバイタル情報のバイタルサインの値との
差、又は、平均μと前日又は１つ前の測定時の平均μとの差を、所定の数値と比較して、
異常な値か否かを判定することによって、所定の計測開始時点の前後における同一個体の
状態と、同一個体の平穏な状態を反映したバイタル情報の平均値を用いて、バイタル情報
が異常な値か否かを判定可能となる。また、ここでいう「所定の数値」は、基準となる値
、例えば、上限値を設定した際に、判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常
」とする態様と、上限値を超えた際に「異常」とする態様の両方を含むものである。また
、ここでの異常の判定の対象は、基準バイタル情報とモニタリングバイタル情報の両方で
ある。また、ここでいう所定の数値とは、バイタルサインの種類によって適宜設定可能な
値である。
【００７８】
　また、基準平均値算出部が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、前
日、又は、１つ前のタイミングに測定したバイタルサインの値からの変位が所定の範囲を
超えているバイタル情報を除き、平均μを算出する場合には、所定の計測開始時点の前後
における同一個体の状態と、同一個体の平穏な状態を反映したバイタル情報の平均値を利
用可能となる。即ち、バイタル情報の急な変化のあったタイミングの値が、平均値の算出
根拠に含まれなくなり、同一個体の平穏な状態を捉えやすくなる。なお、ここでいう前日
、又は、１つ前のタイミングに測定したバイタル情報の値とは、例えば、基準バイタル情
報の測定タイミングが１日１回に設定されていた際の「前日の基準バイタル情報」や、同
じ日に複数回測定したモニタリングバイタル情報での「１つ前のタイミングに測定したモ
ニタリングバイタル情報」を意味するものである。また、例えば、「前日の同じ時間帯に
測定したモニタリングバイタル情報」を含んでいてもよい。
【００７９】
　また、ここでいう「平均μ」は、除外後のバイタル情報の全データから算出するものだ
けでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。更に、算出根拠とな
るバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデータだけでなく、日
数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい。また、「平均μ」
は、基準バイタル情報のみからの算出や、モニタリングバイタル情報のみからの算出、ま
た、基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報の両方からの算出する態様を含むも
のである。
【００８０】
　また、判定手段は、平均μを基準にして、入力されたバイタル情報が異常な値か否かを
判定するため、所定の計測開始時点の前後における同一個体の状態と、同一個体の平穏な
状態を反映したバイタル情報の平均値を用いて、バイタル情報が異常な値か否かを判定可
能となる。また、ここでの判定では、基準となる値、例えば、上限値を設定した際に、判
定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を超えた際に
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「異常」とする態様の両方を含むものである。また、ここでの異常の判定の対象は、基準
バイタル情報とモニタリングバイタル情報の両方である。
【００８１】
　また、上記の目的を達成するために、本発明のソフトウェアは、測定されたバイタルサ
インの値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定するためのソフトウェア
であって、情報処理機器を、同一個体から測定された前記バイタル情報及び測定日時の情
報の入力を受け付ける情報入力手段と、入力された前記バイタル情報及び測定日時の情報
を記録させる情報記録手段と、該情報記録手段に記録された複数の前記バイタル情報のう
ち、前日、又は、１つ前のタイミングに測定したバイタルサインの値からの変位が所定の
範囲を超えているバイタル情報を除き、前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μを算
出する基準平均値算出部と、前記平均μと入力された所定のバイタル情報のバイタルサイ
ンの値との差、又は、前記平均μと前日の測定時の前記平均μとの差を、所定の数値と比
較して、異常な値か否かを判定する判定手段と、を含む手段として機能させるためのソフ
トウェアとして構成されている。
【００８２】
　ここで、基準平均値算出部が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、
前日、又は、１つ前のタイミングに測定したバイタルサインの値からの変位が所定の範囲
を超えているバイタル情報を除き、バイタル情報の全部又は一部の、平均μを算出するこ
とによって、所定の計測開始時点の前後における同一個体の状態と、同一個体の平穏な状
態を反映したバイタル情報の平均値を利用可能となる。即ち、バイタル情報の急な変化の
あったタイミングの値が、平均値の算出根拠に含まれなくなり、同一個体の平穏な状態を
捉えやすくなる。なお、ここでいう前日、又は、１つ前のタイミングに測定したバイタル
情報の値とは、例えば、基準バイタル情報の測定タイミングが１日１回に設定されていた
際の「前日の基準バイタル情報」や、同じ日に複数回測定したモニタリングバイタル情報
での「１つ前のタイミングに測定したモニタリングバイタル情報」を意味するものである
。また、例えば、「前日の同じ時間帯に測定したモニタリングバイタル情報」を含んでい
てもよい。
【００８３】
　また、ここでいう「平均μ」は、除外後のバイタル情報の全データから算出するものだ
けでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。更に、算出根拠とな
るバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデータだけでなく、日
数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい。また、「平均μ」
は、基準バイタル情報のみからの算出や、モニタリングバイタル情報のみからの算出、ま
た、基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報の両方からの算出する態様を含むも
のである。
【００８４】
　また、判定手段が、平均μと入力された所定のバイタル情報のバイタルサインの値との
差、又は、平均μと前日の測定時の平均μとの差を、所定の数値と比較して、異常な値か
否かを判定することによって、所定の計測開始時点の前後における同一個体の状態と、同
一個体の平穏な状態を反映したバイタル情報の平均値を用いて、バイタル情報が異常な値
か否かを判定可能となる。また、ここでいう「所定の数値」は、基準となる値、例えば、
上限値を設定した際に、判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態
様と、上限値を超えた際に「異常」とする態様の両方を含むものである。また、ここでの
異常の判定の対象は、基準バイタル情報とモニタリングバイタル情報の両方である。また
、ここでいう所定の数値とは、バイタルサインの種類によって適宜設定可能な値である。
【００８５】
　また、同一個体に対する少なくとも１つ以上の健康状態に関する問診結果を、項目ごと
に正常又は異常と判定した第４の健康問診情報を、問診した日の日付の情報と共に記録す
る健康問診情報記録手段を備える場合には、同一個体に確認した問診内容の結果と、その
結果を正常又は異常とみなした評価結果を問診日の情報と共に記録可能となる。なお、問
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診の内容は、対象者の判定日やその前日の健康状態に関する情報を反映したものであり、
例えば、その日の体調や、前日の夜の睡眠時間、又は、睡眠が充分にとれているか否か、
前日の飲酒の有無、その日に二日酔いの状態か否か等の内容が含まれる。また、ここでの
健康問診情報における、正常又は異常と判定したとは、対象者自身が問診の回答内容で決
まる判定結果を意味する。より詳細には、「今日の体調はどうですか？」という問診に対
して、対象者が「よい」との回答をすれば「正常」、「悪い」と回答すれば「異常」とな
るように判定されるものである。
【００８６】
　また、基準平均値算出部が、情報記録手段に記録された複数のバイタル情報のうち、健
康問診情報記録手段に記録された第４の健康問診情報に基づき、第４の健康問診情報の内
容に少なくとも１つの異常が記録された日に測定したバイタル情報を除き、平均μを算出
する場合には、同一個体の平穏な状態を反映したバイタル情報の平均値を利用可能となる
。即ち、問診の結果で異常が確認された日のバイタル値が、平均値の算出根拠に含まれな
くなり、同一個体の平穏な状態を捉えやすくなる。
【００８７】
　また、ここでいう「平均μ」は、除外後のバイタル情報の全データから算出するものだ
けでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。更に、算出根拠とな
るバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデータだけでなく、日
数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい。また、「平均μ」
は、基準バイタル情報のみからの算出や、モニタリングバイタル情報のみからの算出、ま
た、基準バイタル情報及びモニタリングバイタル情報の両方からの算出する態様を含むも
のである。
【００８８】
　また、判定手段は、平均μを基準にして、入力された前記バイタル情報が異常な値か否
かを判定するため、所定の計測開始時点の前後における同一個体の状態と、同一個体の平
穏な状態を反映したバイタル情報の平均値を用いて、バイタル情報が異常な値か否かを判
定可能となる。また、ここでの判定では、基準となる値、例えば、上限値を設定した際に
、判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を超えた
際に「異常」とする態様の両方を含むものである。また、ここでの異常の判定の対象は、
基準バイタル情報とモニタリングバイタル情報の両方である。また、ここでいう所定の数
値とは、バイタルサインの種類によって適宜設定可能な値である。
【００８９】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の健康状態判定装置は、測定されたバイタ
ルサインの値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定するための健康状態
判定装置であって、同一個体から測定された前記バイタル情報及び測定日時の情報の入力
を受け付ける情報入力手段と、入力された前記バイタル情報及び測定日時の情報を記録さ
せる情報記録手段と、記録された複数の前記バイタル情報の全部又は一部の、平均μ及び
標準偏差σから選択される少なくとも１つを算出する基準算出手段と、前記平均μ及び前
記標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設定された所定の数値範囲を基準
にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する判定手段と、前記判
定手段が判定した判定結果を表示可能な表示手段とを備えて構成されている。
【００９０】
　ここで、判定手段が、平均μ及び標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて
設定された所定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否
かを判定することによって、同一個体の個体内変動が反映された基準をもって、同一個体
のバイタル情報について異常な値か否かを判定可能となる。即ち、判定基準となる所定の
数値範囲は、同一の人物について蓄積したバイタル情報から算出された平均値と標準偏差
を利用して設定されるため、その人物に固有で、かつ、バイタル情報の平均値や平均値か
らの散らばりが反映された基準をもって異常か否かを判定できる。
【００９１】
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　また、判定手段が判定した判定結果を表示可能な表示手段によって、判定結果を表示し
て確認可能となる。
【００９２】
　また、表示情報作成手段が、情報記録手段に記録されたバイタル情報に基づき熱型表を
作成する場合には、同一個体のバイタルの推移を熱型表にまとめることが可能となる。な
お、熱型表とは、同一個体について、バイタル情報と、そのバイタル情報を測定した日付
の情報がグラフ化されて表示されたものを意味する。
【００９３】
　また、表示情報作成手段が、所定の期間のバイタル情報から算出される正規分布に基づ
き正規分布の確立密度関数をグラフ化した正規分布曲線を作成する場合には、同一個体の
所定期間でのバイタル情報の分布を正規分布曲線にまとめることができる。
【００９４】
　また、表示手段が、表示情報作成手段が作成した熱型表及び正規分布曲線を表示可能に
構成された場合には、熱型表や正規分布曲線を視覚的に確認可能となり、個体内変動が反
映された同一個体のバイタル情報の変化の特徴を捉えやすくなる。また、更なる詳細な解
析や、医療診断への応用に利用しやすいものとなる。
【００９５】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の健康状態判定方法は、測定されたバイタ
ルサインの値であるバイタル情報に基づいて、個体の健康状態を判定するための健康状態
判定方法であって、同一個体から測定された前記バイタル情報のうち、一定日数以上のバ
イタル情報の平均μ及び標準偏差σから選択される少なくとも１つを算出する基準算出工
程と、前記平均μ及び前記標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設定され
た所定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定
する判定工程とを備えて構成されている。
【００９６】
　ここで、基準算出工程で、同一個体から測定されたバイタル情報のうち、一定日数以上
のバイタル情報の平均μ及び標準偏差σから選択される少なくとも１つを算出することに
よって、同一個体の個体内変動が反映されたバイタル情報の平均値の情報を利用可能とな
る。なお、ここでいう「平均μ」は、同一個体から測定されたバイタル情報の全データか
ら算出するものだけでなく、全データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。更
に、平均μの算出根拠となるバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定
したデータだけでなく、日数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであって
もよい。また、ここでいう平均μの算出根拠となるバイタル情報は、バイタル値の急な変
位に基づくバイタル値の除外や、健康問診情報の内容に基づくバイタル値の除外を行って
いないものである。
【００９７】
　また、基準算出工程で、同一個体から測定されたバイタル情報のうち、一定日数以上の
バイタル情報の平均μ及び標準偏差σから選択される少なくとも１つを算出することによ
って、同一個体の個体内変動が反映されたバイタル情報の標準偏差の情報を利用可能とな
る。なお、ここでいう標準偏差σとは、所定の期間のバイタル情報の「偏差の二乗平均」
である。更に言えば、「偏差」とは、所定の期間のバイタル情報の「各バイタル値」から
「所定の期間のバイタル値の平均値」を引いた値である。また、ここでいう「標準偏差σ
」は、同一個体から測定されたバイタル情報の全データから算出するものだけでなく、全
データのうちの一部から算出されるものを含んでいる。更に、標準偏差σの算出根拠とな
るバイタル情報は連続的なデータ、例えば、毎日継続的に測定したデータだけでなく、日
数の間隔を開けて抽出したデータから算出されるものであってもよい。また、ここでいう
標準偏差σの算出根拠となるバイタル情報は、バイタル値の急な変位に基づくバイタル値
の除外や、健康問診情報の内容に基づくバイタル値の除外を行っていないものである。
【００９８】
　また、判定工程で、平均μ及び標準偏差σから選択される少なくとも１つに基づいて設



(23) JP 2018-175840 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

定された所定の数値範囲を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否か
を判定することによって、所定の期間での同一個体の個体内変動が反映された基準をもっ
て、同一個体のバイタル情報について異常な値か否かを判定可能となる。即ち、判定基準
となる所定の数値範囲は、同一の人物について蓄積したバイタル情報から算出された平均
値と標準偏差を利用して設定されるため、その人物に固有で、かつ、バイタル情報の平均
値や平均値からの散らばりが反映された基準をもって異常か否かを判定できる。なお、こ
こでいう「入力された所定のバイタル情報」とは、判定の対象となるバイタル情報を意味
している。また、ここでいう「所定の数値範囲」は、入力された所定のバイタル情報、即
ち、判定の対象となるバイタル情報を含んで設定された数値範囲と、判定の対象となるバ
イタル情報を含まずに、それ以前の過去のバイタル情報から設定された数値範囲の両方を
含むものである。また、「所定の数値範囲」は、基準となる値、例えば、上限値を設定し
た際に、判定の対象となる数値が上限値以上となる際に「異常」とする態様と、上限値を
超えた際に「異常」とする態様の両方を含むものである。
【００９９】
　また、判定工程が、平均μ、標準偏差σ、０より大きい数であるｎ及びｍを用いて表さ
れた下記の式（１）の値を下限値及び式（２）の値を上限値とし、下限値及び上限値の少
なくとも一方を基準にして、入力された所定のバイタル情報が異常な値か否かを判定する
場合には、平均μから負の方向にｎσの値分離れた数値を下限値、平均μからｍσの値分
離れた数値を上限値とした判定基準とすることができる。
　μ－ｎσ・・・式（１）
　μ＋ｍσ・・・式（２）
　即ち、平均μからｎσを引いた値が下限値、平均μにｍσ足した値を上限値として、こ
れらの少なくとも一方を基準に、バイタル情報が異常な値か否かを判定可能となる。なお
、ｎ及びｍの値は上述したように０より大きい数であればよく、このｎ及びｍの値は、判
定基準の厳密さや、バイタルの種類、対象者の既往歴等の種々の条件を考慮して適宜設定
することができるものである。なお、バイタル情報が正規分布する場合には、μ±２σの
範囲に約９５％強のバイタル情報が分布するものとなり、これを判定基準の一例として採
用することもできる。また、「下限値及び上限値の少なくとも一方」であるので、下限値
のみ又は上限値のみ基準として設定する態様だけでなく、下限値と上限値の両方を基準と
して採用する態様も含むものである。
【発明の効果】
【０１００】
　本発明に係るソフトウェア、健康状態判定装置及び健康状態判定方法は、対象者の個人
差を考慮したバイタルサインや日々の体調を反映して、暑熱や寒冷環境下での対象者の健
康状態を精度高く捉え、固体内変動を基準とした「個の管理」を実現可能なものとなって
いる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明を適用したソフトウェアを導入したタブレット端末の概略構成を示す図で
ある（第１のシステム構成）。
【図２】本発明を適用したソフトウェアを有する第２のシステム構成を示す概略図である
。
【図３】本発明を適用したソフトウェアを有する第３のシステム構成を示す概略図である
。
【図４】演算部、情報送受信部及びバイタル情報記録部の構成を示すブロック図である。
【図５】バイタル平均値及びバイタル標準偏差の算出期間の設定の一例を示す概略図であ
る。
【図６】バイタル情報の抽出の事例を示した概略図である。
【図７】（ａ）は、本発明を適用したソフトウェアを機能させる際に使用する装置の一例
を示す概略図、（ｂ）は、装置の他の例を示す概略図である。
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【図８】バイタルサインの値の入力画面の一例を示す概略図である。
【図９】バイタルサインの値の入力画面の他の例を示す概略図である。
【図１０】体温のバイタル平均値と標準偏差による判定基準の例を示すグラフである。
【図１１】（ａ）は、複数の対象者のバイタル情報を元に作成された正規分布曲線のグラ
フであり、（ｂ）は、同一の対象者のバイタル情報を元に作成された正規分布曲線のグラ
フである。
【図１２】（ａ）は、体温の標準偏差のＱ－Ｑプロットを示すグラフであり、（ｂ）は、
収縮期血圧の標準偏差のＱ－Ｑプロットを示すグラフである。
【図１３】（ａ）は、呼吸回数の標準偏差のＱ－Ｑプロットを示すグラフであり、（ｂ）
は、酸素濃度（酸素飽和度）の標準偏差のＱ－Ｑプロットを示すグラフである。
【図１４】バイタル情報の入力から異常の判定、結果の情報の表示までの情報処理の流れ
を示すフロー図である。
【図１５】熱型表の例を示す概略図である。
【図１６】病態パネルの例を示す概略図である。
【図１７】本発明を適用したソフトウェアで熱中症の判定を行う際の体温の経時変化を示
すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０１０２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明し、本発明の理解に供する
。
　図１は、本発明を適用したソフトウェアを導入したタブレット端末の概略構成を示す図
である。なお、以下に示す構造は本発明の一例であり、本発明の内容はこれに限定される
ものではない。
【０１０３】
［１．全体の装置構成について］
　本発明を適用したソフトウェアは、汎用の情報処理機器に導入可能であり、組み込まれ
た情報処理機器に対して本発明の実施するために必要な各情報処理機能を付与する。この
結果、タブレット端末３において、対象者のバイタルサインの値の個体内変動を反映した
健康状態の判定を行うことができる。
【０１０４】
　なお、情報処理機器とは、ＣＰＵなどの演算部と、ＲＡＭやＲＯＭなどの記憶部と、液
晶画面等の表示画面や、キーボード等の入力部、インターネット等との通信を制御する通
信部等を備えたものである。例えば、汎用のパーソナルコンピュータやタブレット端末、
スマートフォン等である。また、情報処理機器としては、例えば、各種のヘルスケア機器
や、病院や施設等に設置された医療システムや介護システムも対象となり、本発明を適用
したソフトウェアがこれらに組み込まれて使用されるものでもよい。
【０１０５】
　本発明を適用したソフトウェアは、アプリケーションソフトウェアとしてタブレット端
末３にダウンロードされて組み込まれており、健康状態の判定機能を備えたタブレット端
末を健康状態判定装置１とする。
　なお、以下では、健康状態判定装置１の使用者、即ち、健康状態が判定される人物を「
対象者」と呼ぶものとする。
【０１０６】
　図１に示すように、健康状態判定装置１（タブレット端末３）は、演算部２を備えてい
る。演算部２は、健康状態判定装置１の有する各情報処理機能を実行する処理部である。
即ち、本発明を適用したソフトウェアでは、タブレット端末３の演算部２を情報入力手段
２３、情報記録手段２４、基準算出手段５、判定処理手段６等として機能させる。この各
手段の処理機能により、情報の送受信、情報の記録、異常の判定、判定基準の設定、判定
結果の通知、表示情報の作成や表示等を行う。なお、タブレット端末３は、インターネッ
トを介して、外部のサーバ、端末等にアクセス可能であり、外部のサーバや端末等との間
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で情報の送受信を行うことも可能である。情報記録手段２４、基準算出手段５、判定処理
手段６は、それぞれ本願請求項の「情報記録手段」、「基準算出手段」び「判定手段」の
一例である。
【０１０７】
　タブレット端末３は、バイタル情報記録部４と、情報送受信部３ｃと、入力部３ａと、
表示画面３ｂを有している。
【０１０８】
　情報送受信部３ｃは、演算部２、バイタル情報記録部４、入力部３ａ及び表示画面３ｂ
等の間での情報の送受信を担う部分である。また。タブレット端末３と、外部端末との間
で情報の送受信可能に構成されるものであってもよい。
【０１０９】
　ここで、以下、本発明を適用したソフトウェアが取り扱う各情報が、必ずしも、タブレ
ット端末３のバイタル情報記録部４に記録される必要はない。例えば、タブレット端末３
の情報送受信部３ｃを介して、外部サーバや外部端末に各種情報を送信して記録させ、判
定等の際に、外部サーバ等から必要な情報を受信する態様であってもよい。
【０１１０】
　更に言えば、タブレット端末３に、健康状態判定装置１の主要な構成が全てダウンロー
ドされる必要はない。例えば、タブレット端末３では、判定結果の情報や、正規分布曲線
、熱型表等の表示情報の表示のみを行い、各種情報の記録及び判定処理等は外部サーバ等
で行う態様であってもよい。
【０１１１】
　本発明を適用したソフトウェアは、システム上の構成において、複数のバリエーション
が存在しうる。以下、幾つかのバリエーションの事例を説明する。
【０１１２】
（第１のシステム構成）
　図１に示したタブレット端末３の概略構成は、本発明を適用したソフトウェアを端末に
導入して、端末単体で、バイタル情報の入力、記録、判定、判定結果の表示、判定算出基
準の設定が可能となっている。即ち、装置単体で本発明の機能を実行しうるものである。
図１に示す概略構成は、インターネット環境と接続されていない「スタンドアローン形式
」の装置における、本発明を適用したソフトウェアの利用を示している。インターネット
環境と接続されない情報処理機器、例えば、各種のヘルスケア機器や、病院等の医療シス
テム・介護システムに本発明のソフトウェアを導入して、専用機器として利用することが
できる。なお、ここではタブレット端末３を情報処理機器の一例として挙げたため、イン
ターネット環境との接続が可能となるが、図１に示す構成であれば、タブレット端末３の
内部機能のみで、健康状態の判定を行うことができる。
【０１１３】
（第２のシステム構成）
　図２では、第２のシステム構成として、本発明を適用したソフトウェア１ａの機能を外
部サーバに持たせた構成も採用しうる。ここでは、ユーザ端末５０ａや、外部端末５０ｂ
が、インターネット３０ａを介して、情報管理サーバ３２ａにアクセス可能となっている
。情報管理サーバ３２ａは、例えば、クラウド形式で提供される外部サーバであり、情報
管理サーバ３２ａ上で本発明を適用したソフトウェア１ａの機能が利用しうる。
【０１１４】
　情報管理サーバ２ａは、バイタル情報記録部４ａ、情報送受信部３ｃ、演算部２ａを有
している。また、演算部２ａは、基準算出手段５ａ、判定処理手段６ａを有している。バ
イタル情報の入力は、ユーザ端末５０ａや、外部端末５０ｂを介して行い、各端末から入
力された情報が情報管理サーバ３２ａに送信され、情報管理サーバ３２ａ側で情報の記録
、健康状態の判定がなされる。判定結果や、記録された情報は、ユーザ端末５０ａや、外
部端末５０ｂに送信され、各端末で確認することができる。このように、外部サーバ上に
ソフトウェア１ａの機能を付与するシステム構成も採用しうる。
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【０１１５】
（第３のシステム構成）
　図３では、第３のシステム構成として、本発明を適用したソフトウェア３２ｂの機能以
外に、複数のソフトウェア３２ｃ、３２ｄ等を有するモジュールＡを備える管理端末７０
ｂの構成を示している。本発明を適用したソフトウェア３２ｂは、これとは異なる各種機
能を管理端末７０ｂに実行させる他のソフトウェアと共に、１つのモジュールＡを構成し
ている。即ち、予め複数のソフトウェア３２ｃ、３２ｄ等が導入された管理端末７０ｂの
モジュールＡに、ソフトウェア３２ｂを組み込んで機能させることが可能である。例えば
、電子カルテ等の医療システムの管理端末が備えるモジュールに本発明を適用したソフト
ウェアを組み込むこともできる。
【０１１６】
　このような第３のシステム構成では、管理端末７０ｂにバイタル情報を入力して、健康
状態の判定を行い、結果の情報を管理端末７０ｂ上で確認可能である。また、ユーザ端末
６０ａや、外部端末６０ｂと、管理端末７０ｂを接続させて、ユーザ端末６０ａや、外部
端末６０ｂからバイタル情報を入力して管理端末７０ｂに送信し、管理端末７０ｂで健康
状態の判定を行い、結果の情報をユーザ端末６０ａや、外部端末６０ｂで受信して確認す
ることもできる。このように、本発明を適用したソフトウェアは、複数のソフトウェアで
構成されたモジュールの一部として機能させる構成も採用しうる。
【０１１７】
　以上のように、本発明を適用したソフトウェア（又は健康状態判定装置）のシステム上
の構成は複数のバリエーションが存在する。なお、上記では、３つの例を中心に説明した
が、本発明を適用したソフトウェア（又は健康状態判定装置）の構成はこれに限定される
ものではない。例えば、バイタル情報記録部をユーザ端末に設けて、基準算出手段及び判
定処理手段は外部サーバに持たせて、必要な機能の所在を端末とサーバに分ける構成であ
ってもよい。即ち、対象者のバイタル情報が記録され、個体内変動を反映した判定基準が
設定され、健康状態の判定が可能であれば、種々の構成が採用しうる。
【０１１８】
　図１に示したタブレット端末３の使用態様を用いて、以下、詳細な構成の説明を続ける
。
【０１１９】
［２．バイタル情報記録部］
　図４に示すように、バイタル情報記録部４には、各種情報が記録されている。
　バイタル情報記録部４は、対象者の個人情報や各種のバイタル計測器で測定されたバイ
タル情報を測定日時の情報と共に記録する部分である。バイタル情報記録部４に記録され
た各種の情報はタブレット端末３が有する入力部３ａ、情報送受信部３ｃ及び情報入力手
段２４（図示せず）を介して入力や情報の修正が可能となっている。また、バイタル情報
記録部４に記録された各種の情報はタブレット端末３が有する表示画面３ｂ及び情報送受
信部３ｃを介して、その内容を確認可能となっている。
【０１２０】
　バイタル情報記録部４は、対象者の個人情報７、各バイタル計測器で計測したバイタル
サインの測定値とその計測日時の情報を含むバイタル情報８が記録されている。個人情報
７及びバイタル情報８は、個別の対象者を識別可能な識別情報と紐付けられて記録可能に
構成されている。これにより、複数の対象者が識別可能となり、複数の対象者が１つの健
康状態判定装置１を使用可能となっている。
【０１２１】
　バイタル情報８は、体温、脈拍、収縮期血圧、拡張期血圧及び呼吸数のバイタル情報が
含まれている。また、バイタル情報８に含まれる計測日時とは、対象者がバイタル計測を
行った日時であり、例えば、対象者が自身でバイタル計測を行った際に確認した時間を入
力するものである。
【０１２２】
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　ここで、必ずしも、バイタル情報８の種類が体温、脈拍、収縮期血圧、拡張期血圧及び
呼吸数に限定される必要はなく、その他のバイタルサインを含み、判定に利用してもよい
。例えば、呼吸速度を含めてもよい。更にはその他の、酸素飽和度等のバイタルサインの
採用も考慮される。但し、上記で挙げたものは、最も基本的なバイタルサインであり、バ
イタル情報の取得も簡易なため、少なくとも、体温、脈拍、収縮期血圧、拡張期血圧及び
呼吸数のバイタル情報が採用されることが好ましい。
【０１２３】
　また、バイタル情報を計測するバイタル測定器は、特に限定されるものではなく、体温
、脈拍、収縮期血圧、拡張期血圧及び呼吸数が測定可能であれば充分である。例えば、家
庭用のバイタル測定器を使用してバイタルが計測されるものでもよい。更に言えば、バイ
タル情報が取得可能であれば、バイタル測定器を使用することは必須ではない。例えば、
時計で時間を測定しながら、１分間あたりの脈拍数や呼吸数を測定して、これをバイタル
情報として利用することも可能である。但し、バイタル情報の個体内変動を正確に捉える
観点からは、バイタル情報は同一の手法で取得されることが好ましい。日々の測定におい
て、バイタル測定器の種類を頻繁に変更したり、バイタル計測機による測定と、バイタル
計測機を用いない測定が混在したりすることで、バイタル情報の取得方法によるバイアス
がかかってしまう。そのため、なるべく、同一の手法又は同一のバイタル測定器でバイタ
ル情報を取得することが好ましい。
【０１２４】
　バイタル情報８は、１日２回、朝と夕方の時間帯に測定したバイタル情報が記録可能に
構成されている。また、バイタル情報記録部４には、対象者がバイタル測定を行う目安と
なる時刻の情報である目安時刻情報９が記録可能となっている。目安時刻情報９は、例え
ば、朝の８時３０分、夕方の１８時のように、対象者がバイタルの測定を行う目安の時刻
が記録される。目安時刻情報９は、対象者が自由に設定及び修正することができる。
【０１２５】
　バイタル情報記録部４には、各バイタルサインを計測する際の正しい姿勢の情報である
姿勢情報１０が記録されている。姿勢情報１０とは、例えば、以下のようなものである。
（１）体温
　例えば、体温を脇下で測定する体温計で体温を測定する場合、「体温計の測定部が脇の
中心に位置しているか」、「脇と体温計が密着しているか」、「毎回同じ姿勢となってい
るか」等の姿勢の情報である。
（２）脈拍
　例えば、手首で電子脈拍計又は指を当てて脈拍数を測定する場合、「安静な状態である
か」、「リラックスした楽な姿勢であるか」、「毎回同じ姿勢となっているか」等の姿勢
の情報である。
（３）収縮期血圧、拡張期血圧
　例えば、血管の振動で測るオシロメトリック法で測定する場合、「安静な状態であるか
」、「腕帯を巻き付けた腕や手首が心臓の高さに位置しているか」、「毎回同じ姿勢とな
っているか」等の姿勢の情報である。
【０１２６】
　ここで、必ずしも、バイタル情報８は、１日２回、朝と夕方の時間帯に測定したバイタ
ル情報が記録可能に構成される必要はなく、例えば、１日１回の測定でもよい。また、後
述するが、基準算出部による判定基準の算出や、この判定基準の算出に利用するバイタル
平均値、バイタル標準偏差の算出の処理において利用する一定のデータ数が記録されてい
れば、１日のバイタル情報の記録回数は限定されるものではない。また、バイタル情報が
毎日記録される必要はなく、バイタル情報が記録されない日が存在してもよい。ここで、
同一個体の個体内変動を適切に捉える観点から、幅広くは１秒ごとのバイタル情報を記録
する態様がよく、１日に１回～２４回のバイタル情報が記録されることが好ましい。更に
、手動でのバイタル測定でも情報が記録しやすく、同一の日付においてのバイタルサイン
の値の変動が確認でき、別の日との比較がしやすい観点から、１日２回、朝と夕方の時間
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帯に測定したバイタル情報が記録可能とされることが更に好ましい。
【０１２７】
　また、必ずしも、バイタル情報記録部４に目安時刻情報９が記録される必要はない。但
し、後述するように、目安時刻情報９を記録することで、対象者が目安時刻情報９に記録
された時刻から大きく外れて測定したバイタル情報について、バイタル平均値等の算出根
拠から除外して判定が可能となり、判定の精度を高めることができる点から、バイタル情
報記録部４に目安時刻情報９が記録されることが好ましい。
【０１２８】
　また、必ずしも、バイタル情報記録部４に姿勢情報１０が記録される必要はない。但し
、後述するように、姿勢情報１０を記録することで、対象者のバイタル情報について異常
な値であると判定がなされた際に、タブレット端末３の表示画面３ｂに、判定の根拠とな
ったバイタルサインの姿勢情報１０を表示しながら、「正しい姿勢で測定を行いましたか
」と表示して、バイタル測定時の姿勢に関する注意や再度のバイタル測定を促すことが可
能となる。これにより、バイタル測定の精度や判定の信頼性を高めることができる。よっ
て、バイタル情報記録部４に姿勢情報１０が記録されることが好ましい。
【０１２９】
　また、各バイタルサインの測定方法や姿勢情報１０の内容は上述したものに限定される
ものではなく、バイタル測定方法や、これに適した姿勢情報１０の内容は、適宜変更する
ことができる。
【０１３０】
　バイタル情報記録部４には、バイタル測定を行った場所の気温情報１１が記録可能とな
っている。気温情報１１は、バイタル情報８の各測定時の記録と紐付けて記録される。気
温情報１１は、例えば、対象者が測定場所の気温を確認して入力する情報が採用される。
【０１３１】
　ここで、必ずしも、バイタル情報記録部４に、バイタル測定を行った場所の気温情報１
１が記録可能とされる必要はない。但し、後述するように、判定日の気温情報と、判定日
の前日のバイタル計測時の気温情報とを比較して、２つの気温情報の変位量が、設定した
範囲を超えていた場合に、判定日のバイタル情報を、その後のバイタル平均値やバイタル
標準偏差の算出根拠から除外することができる。この結果、バイタル情報の変動に対する
気温の影響を低減して判定の精度を高めることが可能となる。よって、バイタル情報記録
部４に、バイタル測定を行った場所の気温情報１１が記録可能とされることが好ましい。
【０１３２】
　バイタル情報記録部４には、各バイタル情報が入力され、判定処理手段６が異常な値と
判定したか否かという判定の結果の情報である判定結果情報１２が記録可能となっている
。
【０１３３】
　また、バイタル情報記録部４では、バイタル情報８として、バイタル測定に関して、再
度の測定を行った際のバイタル情報及び測定時の日付の情報である再測定バイタル情報１
３が記録可能となっている。バイタル情報の再度の測定についての詳細は後述するが、例
えば、バイタル情報について、判定処理手段６が異常な値と判定した際に、バイタル情報
の正確性を確認するために行った再度の計測のバイタル情報を意味するものである。
【０１３４】
　各バイタル情報をタブレット端末３の表示画面３ｂに表示する際には、再測定をせずに
記録された通常のバイタル情報と、再測定の対象となったバイタル情報と、再測定した後
のバイタル情報について、３つのパターンのバイタル情報を示す文字の色を異ならせて表
示される。
【０１３５】
　ここで、必ずしも、バイタル情報記録部４に、判定結果情報１２が記録可能とされる必
要はない。但し、過去のバイタル情報の判定結果を確認可能となり、また、判定精度を高
めるための参考情報として利用できる点、医師の診断結果との照合や、医療システムとの
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連動にも利用しうる情報となる点から、バイタル情報記録部４に、判定結果情報１２が記
録可能とされることが好ましい。
【０１３６】
　また、必ずしも、バイタル情報記録部４において、再測定バイタル情報１３が記録可能
とされる必要はない。但し、後述するように、再測定バイタル情報１３を用いて、バイタ
ル測定が正確であったか否かを検証可能となる点や、再測定バイタル情報１３を用いて、
それ以後のバイタル平均値やバイタル標準偏差の算出が可能となる点から、バイタル情報
記録部４において、再測定バイタル情報１３が記録可能とされることが好ましい。
【０１３７】
［３．基準算出手段］
　基準算出手段５について説明する。基準算出手段５は、本発明を適用したソフトウェア
が演算部２に実行させる機能の１つであり、バイタル情報記録部４に記録される各種の情
報に基づき、バイタル情報の判定のための判定基準の算出や、この判定基準の算出に利用
するバイタル平均値、バイタル標準偏差の算出の処理を行う。また、基準算出手段５によ
りバイタル平均値及びバイタル標準偏差に基づき正規分布を算出する。
【０１３８】
　演算部２を基準算出手段５として機能させて算出又は記録された各種の情報は、タブレ
ット端末３の入力部３ａ、情報送受信部３ｃ及び演算部２の情報入力手段２４を介して情
報の追加や修正が可能となっている。また、演算部２を基準算出手段５として機能させて
算出又は記録された各種の情報はタブレット端末３の表示画面３ｂを介して、その内容を
確認可能となっている。
【０１３９】
　図４には本発明を適用したソフトウェアが演算部２に実行させる機能を記載している。
演算部２は、基準算出手段５の他、平均値算出手段１４、標準偏差算出手段１５、正規分
布算出手段１６、判定基準設定手段１７として機能する。平均値算出手段１４及び標準偏
差算出手段１５は、バイタル情報記録部４に記録されたバイタル情報８及び再測定バイタ
ル情報１３に基づき、所定の期間の記録情報から、同期間の「バイタル情報の平均値」と
、同期間のバイタル情報を統計した分布における「バイタル情報の標準偏差」を、それぞ
れ算出する。
【０１４０】
　また、正規分布算出手段１６は、所定の期間におけるバイタル情報の平均値及び標準偏
差から正規分布を算出する。算出されたバイタル情報の平均値及び標準偏差から正規分布
は、判定日の判定結果情報１２と紐づけてバイタル情報記録部４に記録される。
　なお、以下では、特別な算出を行う種類の平均値や標準偏差の名称を指す場合以外には
、バイタル情報の平均値を「バイタル情報平均値」と呼び、また、バイタル情報の標準偏
差を「バイタル情報標準偏差」と呼ぶものとする。
【０１４１】
　また、判定基準設定手段１７は、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５と連動
して、各算出部から算出されたバイタル平均値及びバイタル標準偏差に基づき、判定処理
手段６での判定に用いる判定基準情報１８を作成する。作成された判定基準情報１８はバ
イタル情報記録部４に記録される。なお、バイタル平均値、バイタル標準偏差及び判定基
準情報１８の算出及び作成の詳細及び複数の設定内容については、下記の「５．バイタル
平均値及びバイタル標準偏差の算出と判定について」の項目で説明する。
【０１４２】
　平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５の算出の際に採用される「所定の期間」
は、通常、判定日を起点に９０日分のバイタル情報を利用する方法が採用されている。こ
の期間のバイタル情報とは、判定日を含めて過去９０日分のバイタル情報８及び再測定バ
イタル情報１３である。
【０１４３】
　また、上述したように、バイタル情報８として、１日２回、朝と夕方の時間帯に測定し
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たバイタル情報が記録可能に構成されている。演算部２が平均値算出手段１４及び標準偏
差算出手段１５として機能してバイタル平均値及びバイタル標準偏差を算出する際には、
１日２回のバイタル情報から算出した測定日の平均値を、測定日のバイタル情報として取
り扱うように設定されている。即ち、バイタル平均値とバイタル標準偏差を算出する際に
は、所定の期間の１日分のバイタル情報のデータは、１つのバイタルサインの種類につき
、１つのバイタル情報（朝と夕の測定の平均値）が利用される。
【０１４４】
　また、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５は、対象者のバイタル情報の判定
日において、都度、その判定日より前に記録されたバイタル情報８及び再測定バイタル情
報１３を参照して、その判定日用のバイタル情報平均値及びバイタル情報標準偏差の算出
を行う。これにより、判定処理手段６が利用する判定基準が、判定日ごとに改められるも
のとなり、バイタル情報における異常な値であるか否かの判定に、対象者のバイタル情報
の個体内変動を反映しやすいものとなる。
【０１４５】
　ここで、必ずしも、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５の算出の際に採用す
る「所定の期間」が、判定日を起点に９０日分のバイタル情報を利用する必要はない。こ
こでの、所定の期間の日数は、適宜設定変更することが可能である。但し、対象者のバイ
タル情報の個体内変動を捉えるためには、一定の日数のバイタル情報が必要となり、この
一定の日数として９０日分のデータ数であることが好ましい。
【０１４６】
　また、所定の期間を９０日間で区切ることで、その期間に特有のバイタル情報の個体内
変動を利用できる可能性がある。例えば、天候や気温の状況が異なるシーズンごとの区切
りで限定してバイタル情報を利用することで、各シーズンにおける対象者の個体内変動を
反映したバイタル情報の判定を行うことが可能となる。
【０１４７】
　また、バイタル情報を利用する期間が９０日以上の日数であり、更に長い期間、例えば
、対象者が健康状態判定装置１の使用を開始してからの全期間のバイタル情報８及び再測
定バイタル情報１３を利用する態様であってもよい。こうすることで、同一の対象者のバ
イタル情報に関して、長期間に渡って蓄積したバイタル計測の情報を利用可能となり、バ
イタル情報における異常な値であるか否かの判定に、その対象者のバイタル情報の個体内
変動をより一層反映しやすいものとなる。また、個体内変動を捉えるための最低の日数と
しては、３０日分以上のデータ数となることが好ましい。
【０１４８】
　また、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５の算出の際に採用する「所定の期
間」の日数は、例えば、２日～３６５０日間であり、好ましくは７日～３６５日、更に好
ましくは「９０日間」の日数に設定されるものである。特に、９０日間の日数を採用する
ことで、同一個体の個体内変動を適切に捉えやすいものとなる。
【０１４９】
　この平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５の算出の際に採用する「所定の期間
」として「９０日間」を採用した場合には、この算出期間は、例えば、図５に示すような
時間経過とともに９０日間の範囲が１日ずつ移動する設定にすることができる。即ち、あ
る測定日（判定日）における算出に利用する９０日の期間は、その測定日を含めて、測定
日の９０日前から測定日までの範囲（符号Ａ）で示すものとなる。また、測定日の１日前
において算出に利用された「所定の期間」は、測定日の９１日前から測定日の１日前の日
までの範囲（符号Ｂ）で示すものとなる。更に、測定日の２日前において算出に利用され
た「所定の期間」は、測定日の９２日前から測定日の２日前の日までの範囲（符号Ｃ）で
示すものとなる。このように、「所定の期間」の９０日間の範囲は、時間の経過（符号Ｔ
の矢印の方向）と共に、１日ずつ移動する設定とすることができる。
【０１５０】
　また、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５の算出の際に採用される「所定の
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期間」は、判定日を含めて９０日分のバイタル情報が利用されるように設定されているが
、必ずしも、判定日が起点となる必要はない。例えば、判定日を除いて、「判定日の前日
」を起点に９０日分のバイタル情報が利用される設定も採用しうる。但し、判定日を含め
ることで、直近の同一個体の状態を反映可能となり、その個体の個体内変動が捉えやすく
なる点から、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５の算出の際に採用される「所
定の期間」は、判定日を含めて９０日分のバイタル情報が利用されることが好ましい。
【０１５１】
　また、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５の算出の際に採用される「所定の
期間」は、必ずしも連続した日付で計測されたバイタル情報である必要はない。例えば、
対象者がバイタル測定を行っていない日があり、バイタル情報の記録がない日が存在する
ケースでは、所定の期間の日数が合計で９０日となるものであってもよい。
【０１５２】
　例えば、上述した構成では、図６の符号Ａ（黒丸の図形）で示すように、毎日継続して
、１日に午前と午後の２回バイタル情報を記録して、全ての情報を平均値算出手段１４及
び標準偏差算出手段１５の算出に利用している。
【０１５３】
　ここで、本発明では、設定した日数分のバイタル情報のデータ数が揃うのであれば、必
ずしも、毎日、連続的に取得されたバイタル情報である必要はない。図６の符号Ｂ（バツ
の図形）や、符号Ｃ（白抜き三角）で示すバイタル情報のように、バイタル情報を取得し
た日が非連続的であり、数日に１回取得される態様であってもよい。更には、連続的なバ
イタル情報の記録が存在した状態で、設定した条件に基づいて部分的に抽出する態様であ
ってもよい。設定した条件とは、例えば、毎週月曜日のバイタル情報のみ抽出する、午前
中に取得したバイタル情報のみ抽出する、指定した日付のみ抽出するといったような内容
である。
【０１５４】
　また、必ずしも、平均値算出手段１４及び標準偏差算出手段１５がバイタル平均値及び
バイタル標準偏差を算出する際に、１日２回のバイタル情報から算出した測定日の平均値
をもって、その測定日時のバイタル情報として、取り扱うように設定される必要はない。
例えば、ある判定日の「午前中」に測定したバイタル情報について判定を行う場合には、
各測定日のうち、午前中の測定日時で記録されたバイタル情報８及び再測定バイタル情報
１３のみを利用して、バイタル平均値及びバイタル標準偏差の算出を行うことも可能であ
る。これに伴い、判定処理手段６が利用する判定基準も、午前中の測定日時で記録された
バイタル情報を根拠とするバイタル平均値及びバイタル標準偏差に基づき設定された基準
を採用することが可能である。勿論、午後の測定データについて、同様に取り扱うことも
できる。
【０１５５】
　正規分布算出手段１６は、本願請求項の表示情報作成手段の一例である。正規分布算出
手段１６は、上述したように、所定の期間におけるバイタル情報の平均値及び標準偏差か
ら正規分布を算出する部分である。対象者の各判定日における正規分布を算出可能であり
、算出した正規分布は、その確立密度関数をグラフ化した正規分布曲線が作成され、この
正規分布曲線がタブレット端末３の表示画面３ｂに表示される構成となっている。
【０１５６】
［４．判定処理手段］
　判定処理手段６について説明する。判定処理手段６は、本発明を適用したソフトウェア
が演算部２に実行させる機能の１つであり、タブレット端末３の入力部３ａを介して入力
された判定日のバイタル情報について、平均値算出手段１４、標準偏差算出手段１５及び
判定基準設定手段１７の処理により設定された判定基準情報１８に基づき異常な値である
か否かについて判定の処理を行う。
【０１５７】
　判定処理手段６にて判定された判定結果である判定結果情報１２は、上述したように、
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バイタル情報記録部４に記録される。また、判定結果情報１２はタブレット端末３の表示
画面３ｂを介して、その内容を確認可能となっている。
【０１５８】
　判定処理手段６は、バイタル情報記録部４及び基準算出手段５と連動して、判定結果情
報１２を出す構成となっている。また、判定結果情報１２は、タブレット３の表示画面３
ｂで確認可能である。また、判定結果情報１２は、タブレット端末３の表示画面３ｂだけ
でなく、タブレット端末３の情報送受信部３ｃを介して外部のサーバや、外部の端末に判
定結果情報１２を送信して、これらの画面等でも確認することもできる。
【０１５９】
　また、判定結果情報１２は、タブレット端末３の表示画面３ｂ上への表示を行うだけで
なく、判定結果情報１２が出されたことを通知する通知音やメールメッセージで、対象者
に通知する構成とすることもできる。通知音で判定結果情報１２を通知する際には、例え
ば、異常な値との内容であった場合と、そうでない場合の通知音の種類を変える構成とす
ることもできる。
【０１６０】
　続いて、本発明を適用したソフトウェアを機能させる際に使用する装置や、入力画面の
具体的な内容について説明する。
【０１６１】
　例えば、図７（ａ）に示すように、バイタル情報の取得は、ウェアラブル型のバイタル
測定器２１ａや、体温計２１ｂ等で行い、これらで計測した測定値を、測定した時間の情
報と共に、タブレット端末３の表示画面３ｂに表示された画面を介して入力する。表示画
面３ｂ上には、タッチパネル形式の入力部３ａが表示され、ここにバイタル情報を入力す
る。本発明を適用したソフトウェアが導入されたタブレット端末３（第１のシステム構成
）であれば、端末単体で、情報の記録、健康状態の判定、判定結果の表示が可能となる。
【０１６２】
　また、図７（ｂ）では、バイタル情報をスマートフォン端末２２ａや、パーソナルコン
ピュータ端末２２ｂ（以下、「ＰＣ端末２２」と称する）から、上述の第２のシステム構
成で述べた外部サーバである情報管理サーバ３２ａにアクセスして、スマートフォン端末
２２ａやＰＣ端末２２ｂからバイタル情報の入力を行うこともできる。各端末から送信さ
れたバイタル情報に基づき、情報管理サーバ３２ａで健康状態の判定がなされ、その結果
の情報が各端末に送信され、各端末の画面で結果の情報が表示される。
【０１６３】
　また、タブレット端末３、スマートフォン端末２２ａ及びＰＣ端末２２ｂの入力画面と
して、図８及び図９に示す画面を示す。図８及び図９は、病院の患者や、介護施設等の入
居者を健康状態の判定対象とする際に利用する入力画面の例である。図８では、一人分の
対象者の入力項目と、数字を表示したテンキー領域が表示される。対象者及び担当スタッ
フの氏名表示欄と、体温、血圧（上下）、脈拍、酸素濃度、体重、呼吸における計測デー
タの入力欄設けられている。各バイタルサインの値は、テンキー領域をタッチパネルや、
画面上でのカーソル操作で入力しうる。
【０１６４】
　また、図８の画面表示では、食事、排尿、排便、観察・問診の項目が設けられ、バイタ
ルサインの値以外に、対象者の健康状態を確認する複数の項目が設けられている。これら
の健康状態を確認する複数の項目は、対象者の日々の健康状態の記録が残せるだけでなく
、後述するバイタル情報の判定基準の算出の際にも利用可能な情報となる。入力された情
報は、送信ボタンをタッチ又はクリックすることで、装置内部のバイタル情報に記録され
る、又は、外部の情報管理サーバ３２ａに送信される。
【０１６５】
　図９に示す入力画面では、画面右側に複数のバイタルサインの計測データの入力欄と、
対象者が自身で判断した体調の正常又は異常の選択項目が設けられている。また、自覚症
状、他覚症状、熱型表を選択して、更なる体調の情報の入力や、対象者のバイタルの継時
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的な変化が確認できる構成となっている。また、図９の画面では、複数の対象者の氏名が
表示され、名前の欄を選択することで、選択された対象者の画面が表示可能となる。また
、バイタルサインの値の入力時の時間の情報が、同時に入力される。更には、バイタルサ
インの値の入力画面以外に、情報の登録に関する項目や、排泄、食事等の提供する介護の
項目についての情報の記録や表示が可能となっている。
【０１６６】
　このように、本発明のソフトウェアを利用する際の入力画面は、病院の患者や、介護施
設等の入居者を対象者として、関連する項目と合せて、入力や情報の表示が可能なものに
できる。また、入力画面の表示は、介護者等に関連付けられた内容に限定されるものでは
なく、例えば、健康管理のアプリケーションソフトウェアとして、各バイタルサインの値
の入力や記録と、体重等の情報の管理とを組み合わせた画面構成でもよい。即ち、健康な
対象者が、日常的な健康管理に使用する態様とすることもできる。
【０１６７】
　続いて、バイタル情報に基づく具体的な判定の方法について説明する。
【０１６８】
［５．バイタル平均値及びバイタル標準偏差の算出と判定について］
　バイタル平均値及びバイタル標準偏差はバイタル情報記録部４に記録されたバイタル情
報８及び再測定バイタル情報１３に基づき、演算部２が基準算出手段５の平均値算出手段
１４及び標準偏差算出手段１５として機能して算出される。また、バイタル平均値及びバ
イタル標準偏差に基づき、判定基準情報１８が設定される。以下では、本発明で採用され
る複数のパターンの判定基準の設定と判定の内容を示す。なお、複数のパターンは、判定
基準設定手段１７で設定を変更することで、適宜、使用する判定方法の選択や、複数のパ
ターンの組み合わせた方法の選択等が可能となっている。
【０１６９】
［５－１．全バイタル情報を利用した算出］
　まず、最も基本的なバイタル平均値、バイタル標準偏差及びこれらに基づく判定基準情
報１８の設定方法として、バイタル情報記録部４に記録されたバイタル情報８及び再測定
バイタル情報１３をバイタル平均値等の算出に利用する方法が挙げられる。本方法では、
バイタル平均値とバイタル情報の分布に基づく標準偏差は、平均値算出手段１４及び標準
偏差算出手段１５において、以下の式（３）及び式（４）を用いて算出される。
【０１７０】
　μ＝（１／Ｎ）×ΣＳｉ・・・式（３）
　σ＝√（（１／Ｎ）×Σ（Ｓｉ－μ）２）・・・式（４）
　ここでμはバイタル情報の平均値、Ｓｉは各バイタル情報の計測値、Ｎは全バイタル情
報のデータ数であり、σは標準偏差である。ΣＳｉは、全バイタル情報の計測値の合計を
示す。また、各バイタル情報の計測値とは、上述したように、１日２回（朝・夕方）のバ
イタル情報の平均値である。なお、ここでいう全バイタル情報の内容は、上述したように
、バイタル情報記録部４に記録された情報の一部を抽出するものであってよい。
【０１７１】
　ある判定日において、対象者のバイタル情報を判定する際には、判定日を起点に、バイ
タル情報記録部４に記録された同一の対象者のデータから、上記の式（３）、式（４）を
用いて、バイタル平均値μ、第１のバイタル標準偏差σが算出される。即ち、判定日に測
定した判定の対象となるバイタルサインの値を含めて、判定基準が算出される。続いて、
判定基準設定手段１７が、以下の式（１）又は式（２）で表される値を、判定基準情報１
８として利用する。
【０１７２】
　μ－ｎσ・・・式（１）
　μ＋ｍσ・・・式（２）
　ここでｎ、ｍは０より大きい数である。
【０１７３】
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　判定基準情報１８とは、上記の式（１）で表された値が下限値となり、上記の式（２）
で表された値が上限値となる。判定時にタブレット端末３で入力された所定のバイタル情
報の値が、下限値以下又は上限値以上となった際に、判定処理手段６が入力された所定の
バイタル情報について「異常な値」と判定を行い、判定結果情報１２がタブレット端末３
の表示画面３ｂに表示される。また、判定結果情報１２がバイタル情報記録部４に記録さ
れる。
【０１７４】
　この判定において、バイタル平均値μは、同一の対象者のバイタル情報の変動を踏まえ
て算出された平均値である。即ち、判定日を起点として、それ以前にバイタル情報記録部
４にバイタル情報が記録された期間における対象者の個体内変動を反映したバイタル平均
値となっている。また、このバイタル平均値μを含めて、上記の式（４）で算出されるバ
イタル標準偏差σは、対象者のバイタル情報の平均値μからのばらつきを反映している。
更に、上記式（１）又は式（２）で設定された判定基準情報１８は、バイタル平均値μ及
びバイタル標準偏差σより算出されるため、対象者の個体内変動が反映された判定基準と
なっていることはいうまでもない。
【０１７５】
　ここで、上述した式（１）又は式（２）におけるｎは０より大きい数であることは述べ
たが、ｎ及びｍとなる数値は０．５等の小数でも、１や２の自然数であってもよい。この
ｎ及びｍの値は、適宜設定を変更することが可能である。例えば、μ－１σを下限値、μ
＋２σを上限値とした設定や、μ－２σを下限値、μ＋１σを上限値とした設定とするこ
とも可能である。下限値及び上限値の設定や、判定に求める厳密さや、判定するバイタル
の種類、対象者の既往歴等の種々の条件を考慮して適宜設定することができるものである
。例えば、ｎの値としては、０．１～３、好ましくは１～２、更に好ましくは、「２」が
採用されるものである。
【０１７６】
　ここで、下限値及び上限値の設定の一例として、上記の式（１）及び式（２）について
、μ±２σを採用することについて説明する。
　図１０には、ある対象者の９０日分の体温情報からバイタル平均値（Ａ）及び標準偏差
（σ）を算出して作成した正規分布曲線のグラフを示している。横軸は体温の確率変数、
縦軸は確率密度である。図１０の事例では、バイタル平均値（Ａ）は「約３６．４８（℃
）」、標準偏差（σ）は「約０．３５」となっている。また、「バイタル平均値＋２σ」
の値は「約３７．１２（図１０ではＡ＋２σで表記）」、「バイタル平均値－２σ」の値
は「約３５．８４（図１０ではＡ－２σで表記）」となっている。即ち、この測定日にお
いて、対象者の基準体温やモニタリング体温の値が「３７．１２℃」以上、又は「３５．
８４℃」以下であれば、判定処理手段６が「異常な値」であるとの判定を行う。
【０１７７】
　バイタル情報が正規分布することを前提とすれば、このμ±２σの範囲には、対象者の
バイタル情報のうち、全体の約９５％強のバイタル情報が分布する。従って、μ±２σを
判定基準情報１８における下限値又は上限値として採用することで、下限値以下又は上限
値以上のバイタル情報が測定された場合には、その対象者の約５％程度の分布しかないバ
イタル情報が計測されたものと推定できる。この約５％程度の分布に入るバイタル情報で
あれば、同バイタル情報を測定した際の対象者は、個体内変動を踏まえても「異常な値」
と判定できる状態であると考えられる。このように、上記の式（１）及び式（２）につい
て、μ±２σを採用して、統計的に判定の精度を解析することもできる。
【０１７８】
　また、ここまでの説明では、判定基準情報１８による判定は、下限値以下又は上限値以
上のバイタル情報を「異常な値」として、１種類の判定結果に判定するものであるが、必
ずしも、判定結果が１種類に限定される必要はない。例えば、上記の式（１）又は式（２
）においてｎ又はｍに設定する数値として２段階の数値を選択することで、二段階の下限
値又は上限値を設定可能である。この結果、例えば、入力したバイタル情報が、バイタル
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平均値の値に近い第一の下限値以下又は第一の上限値以上となった際には、「注意のおそ
れあり」と判定し、入力したバイタル情報が、バイタル平均値の値にから離れた第二の下
限値以下又は第二の上限値以上となった際には、「異常な値」と判定するような二段階の
判定とすることもできる。
【０１７９】
　また、上述した構成では、判定の対象となるバイタル情報が判定基準値の下限値以下、
又は、上限値以上となった際に異常の判定がなされるものであるが、判定基準は、下限値
未満又は上限値を超えたものを採用することも可能である。
【０１８０】
　以上のように、上記の「５－１．全バイタル情報を利用した算出」の内容で説明した判
定基準をもって、対象者のバイタル情報の個体内変動が反映された判定を行うことが可能
である。
【０１８１】
　ここで、複数の対象者のバイタル情報を利用して、異なる個体の情報に基づくバイタル
情報の分布を作成した場合と、同一の対象者のバイタル情報を利用して、同一個体のバイ
タル情報の分布を作成した場合との違いについて、説明する。
【０１８２】
　図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、いずれも体温の情報を元に作成された正規分布曲線
のグラフである。図１１（ａ）及び図１１（ｂ）において、横軸は体温の確率変数、縦軸
は確率密度である。（ａ）は多数の対象者で作成し、（ｂ）は、同一の対象者のみで作成
されている。図１１（ａ）では、様々な平熱や、体温の変動をする人が含まれており、平
均値μは多数の対象者の平均値である３７．０℃となり、μ＋２σの値は３７．７℃、μ
－２σの値は３６．０℃となっている。しかしながら、図１１（ｂ）では、同一個体のバ
イタル情報を記録したものであり、その人特有の平熱や、体温の変動となるため、平均値
μは３５．６℃、μ＋２σの値は３７．０℃、μ－２σの値は３５．２℃となる。
【０１８３】
　即ち、仮に、各分布を用いて、バイタル情報の判定を行う際に、上限値をμ＋２σに設
定すると、図１１（ａ）の方では、３７．０℃の体温はμの位置（図１１（ａ）中の黒い
丸）に該当する。一方、図１１（ｂ）の方では、３７．℃の体温は、上限値であるμ＋２
σの位置（図１１（ｂ）中の黒い丸）になる。つまり、図１１（ｂ）の判定において、３
７．０℃は「異常な値」として判定される。換言すれば、図１１（ｂ）の対象者の判定を
行う上では、多数の対象者のバイタル情報に基づく判定基準は、「異常な値」を捉えるた
めに使用できないものといえる。多数の人数のバイタル情報を基準に用いることは、従来
行われていた「個体間変動」での判定に他ならず、対象者に特有のバイタル情報の変動を
みるためには、「個体内変動」が有効であることを示している。
【０１８４】
　なお、図１１（ｂ）に示す体温の平均値や変動を行う対象者は、特殊な事例にあたるも
のではない。また、体温に限って起こる現象ではなく、その他のバイタルサインである収
縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数、呼吸数でも、対象者に固有の変動が生じる。上記の体温
の例でいえば、図１１（ｂ）に示す温度域で体温が変化する高齢者は多く、このような高
齢者の健康状態の判定をバイタルサインで行う際には、「個体内変動」が有効である。
【０１８５】
　続いて、以下では、必要に応じて、バイタル情報記録部４に記録されたバイタル情報の
一部を、各種の設定条件で判定して、バイタル平均値等の算出や判定基準情報１８の内容
から除外して、判定の精度を高める態様を説明する。
【０１８６】
［５－２．バイタル情報の急な変位を考慮した算出］
　本項目では、急な変位を示したバイタル情報について、バイタル平均値等を算出する際
のデータから除外する方法を説明する。本方法では、バイタル情報記録部４に記録された
バイタル情報について、前日に測定したバイタル情報の値からの変位が所定の範囲を超え
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ているバイタル情報を除いて、上述した式（３）及び式（４）からバイタル平均値μ、バ
イタル標準偏差σを算出する。
【０１８７】
　例えば、変位の所定の範囲とは、バイタルサインが体温であれば０．５℃以上の変位、
脈拍であれば１０回／分以上、収縮期血圧及び拡張期血圧であれば２０ｍｍＨｇ以上の変
位である。バイタル情報記録部４に記録されたバイタル情報について、前日の測定値と比
較して、その値が設定した範囲の変位を超えて変動しているものは、式（３）及び式（４
）で算出するデータから除外する。体温であれば、ある測定日が３６．８℃で、その前日
が３６．３℃であれば０．５℃以上の変位を示したものであるため、３６．８℃の測定値
が除外される。このような設定をすることで、１日の間でバイタル情報が大きく変化した
値が除外され、前日からの変位が穏やかなバイタル情報を利用して判定基準を設けること
が可能となる。
　なお、本項目（５－２）で説明するバイタル平均値及びバイタル標準偏差は、本願発明
における第２のバイタル平均値及び第２の標準偏差ともいえる。
【０１８８】
　また、ここでは、バイタル平均値及びバイタル標準偏差の両方の算出根拠から、バイタ
ル情報の急な変位を示したものを除く態様を示したが、これに限定されるものではない。
例えば、バイタル平均値、及び、バイタル標準偏差のいずれか一方からバイタル情報の急
な変位を示したものを除く態様であってもよい。
【０１８９】
［５－３．健康問診情報を考慮した算出］
　本項目では、健康問診情報の判定結果を考慮して、健康問診情報で異常と判定した評価
項目が１つでもあれば、その日のバイタル情報について、バイタル平均値等を算出する際
のデータから除外する方法を説明する。健康問診情報とは、対象者に対して行った、少な
くとも１つ以上の健康状態に関する問診結果を、項目ごとに正常又は異常と判定した結果
の情報である。図４に示すように、バイタル情報記録部４に、健康状態に関する問診情報
１９を記録しておき、対象者がタブレット端末３の表示画面３ｂ及び入力部３ａを介して
、問診情報１９に回答しうるような構成とする。
【０１９０】
　問診情報１９は、例えば、判定日やその前日の健康状態に関する情報を反映した内容で
あり、「今日の体調はどうですか？」といった内容や、「昨日はよく眠れましたか？」と
いう内容の問診等である。問診情報１９は複数設定されてもよい。そして、対象者はタブ
レット端末３の入力部３ａを介して、「良い」、「悪い」、「はい」又は「いいえ」等の
回答を選択する。この選択の結果に応じて、「正常」又は「異常」の結果が紐付けられ、
健康問診情報２０として、バイタル情報記録部４に記録される。より詳細には、「今日の
体調はどうですか？」という問診に対して、「よい」との回答をすれば「正常」、「悪い
」と回答すれば「異常」と判定されるものである。この健康問診情報２０について、１つ
でも「異常」の結果が記録されれば、その測定日の対象者は体調不良であると想定して、
同測定日のバイタル情報について、バイタル平均値等を算出する際のデータから除外する
。
【０１９１】
　この結果、健康問診情報２０に「異常」が記録された日のバイタル情報を除いて、上述
した式（３）及び式（４）からバイタル平均値μ、バイタル標準偏差σを算出する。この
ような設定をすることで、あらかじめ対象者が体調不良であることが想定される日のバイ
タル情報の値が除外され、体調が良好と想定される日のバイタル情報を利用して判定基準
を設けることが可能となる。
　なお、本項目（５－３）で説明するバイタル平均値及びバイタル標準偏差が、本願発明
における第３のバイタル平均値及び第３の標準偏差ともいえる。
【０１９２】
　また、ここでは、バイタル平均値及びバイタル標準偏差の両方の算出根拠から、健康問
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診情報２０に「異常」が記録された日のバイタル情報を除く態様を示したが、これに限定
されるものではない。例えば、バイタル平均値、及び、バイタル標準偏差のいずれか一方
から健康問診情報２０に「異常」が記録された日のバイタル情報を除く態様であってもよ
い。
【０１９３】
［５－４．バイタル測定時の時刻を考慮した算出］
　本項目では、目安となるバイタル測定すべき時刻を外れて計測したバイタル情報につい
て、バイタル平均値等を算出する際のデータから除外する方法を説明する。本方法では、
バイタル情報記録部４に記録されたバイタル情報について、上述したバイタル情報記録部
４に記録された目安時刻情報９からの時間差が所定の範囲を超えているバイタル情報を除
いて、上述した式（３）及び式（４）からバイタル平均値μ、バイタル標準偏差σを算出
する。
【０１９４】
　例えば、目安時刻情報９とは、朝の８時３０分、夕方の１８時といったように、対象者
が設定した毎日のバイタル計測が行いやすい設定時刻の情報である。また、時間差の所定
の範囲とは、例えば、３０分や１時間等の時間が選択される。そして、バイタル情報８及
び再測定バイタル情報１３の中で、目安時刻情報９の時間から設定範囲以上の時間差のあ
る計測時刻に測定されたバイタル情報については、式（３）及び式（４）で算出するデー
タから除外する。このような設定をすることで、日々、一定の測定時刻の範囲を外れたバ
イタル情報が除外され、決まった時刻及びその近傍の時刻で測定されたバイタル情報を利
用して判定基準を設けることが可能となる。
　なお、本項目（５－４）で説明するバイタル平均値及びバイタル標準偏差が、本願発明
における第４のバイタル平均値及び第４の標準偏差ともいえる。
【０１９５】
　また、ここでは、バイタル平均値及びバイタル標準偏差の両方の算出根拠から、目安時
刻情報９の時間から設定範囲以上の時間差のある計測時刻に測定されたバイタル情報を除
く態様を示したが、これに限定されるものではない。例えば、バイタル平均値、及び、バ
イタル標準偏差のいずれか一方から目安時刻情報９の時間から設定範囲以上の時間差のあ
る計測時刻に測定されたバイタル情報を除く態様であってもよい。
【０１９６】
［５－５．バイタル測定時の気温の変化を考慮した算出］
　本項目では、バイタル測定時の気温の変化を考慮して、バイタル計測を行った場所の気
温が急な変位を示した際に計測されたバイタル情報について、バイタル平均値等を算出す
る際のデータから除外する方法を説明する。本方法では、バイタル情報記録部４に記録さ
れたバイタル情報について、上述したバイタル情報記録部４に記録された気温情報１１を
参照して、あるバイタル情報を計測した日の気温情報と、その前日のバイタル計測時の気
温情報とを比較して、２つの気温情報の変位量が、設定した範囲を超えていた場合、気温
が急な変位を示した日のバイタル情報を除いて、上述した式（３）及び式（４）からバイ
タル平均値μ、バイタル標準偏差σを算出する。
【０１９７】
　例えば、変位の所定の範囲とは、２℃以上の変位である。バイタル情報記録部４に記録
されたバイタル情報について、バイタル情報を測定した場所の気温について、前日のバイ
タル情報を測定した気温と比較して、その温度差が設定した範囲の変位を超えて変動して
いるものは、式（３）及び式（４）で算出するデータから除外する。このような設定をす
ることで、バイタル測定の際の環境下で気温が大きく変化した際に計測されたバイタル情
報が除外され、気温の変化が少ない環境下で測定されたバイタル情報を利用して判定基準
を設けることが可能となる。
　なお、本項目（５－２）で説明するバイタル平均値及びバイタル標準偏差が、本願発明
における第４のバイタル平均値及び第４の標準偏差の一例ともいえる。
【０１９８】
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　また、ここでは、バイタル平均値及びバイタル標準偏差の両方の算出根拠から、バイタ
ル測定の際の環境下で気温が大きく変化した際に計測されたバイタル情報を除く態様を示
したが、これに限定されるものではない。例えば、バイタル平均値、及び、バイタル標準
偏差のいずれか一方からバイタル測定の際の環境下で気温が大きく変化した際に計測され
たバイタル情報を除く態様であってもよい。
【０１９９】
　以上説明した内容では、バイタル情報記録部４に記録されたバイタル情報８及び再測定
バイタル情報１３をバイタル平均値、バイタル標準偏差及びこれらに基づき設定された判
定基準情報１８の算出根拠に全て含める態様と、所定の条件に合致するバイタル情報を算
出根拠から除く複数の態様を示した。これらは必要に応じて選択することが可能である。
また、各態様は個別に使用するだけでなく、組み合わせて使用することも可能である。例
えば、上記の「５－２．バイタル情報の急な変位を考慮した算出」と「５－３．健康問診
情報を考慮した算出」を組み合わせて、２つの条件でバイタル情報の除外を行って判定基
準情報１８を設定することもできる。更に、全態様を組み合わせるような設定も可能であ
る。複数の組み合わせを採用することで、判定の精度を高めることが可能である。
【０２００】
［６．その他の判定の方法］
　続いて、判定処理手段６によるその他の判定について説明する。
　バイタル情報が異常な値であると判定された際に、タブレット端末３の表示画面３ｂに
「再度の測定を行いますか？」という内容のメッセージを表示して、バイタル計測の再測
定を促すことができる。また、併せて、上述したように、バイタル情報記録部４に記録さ
れた姿勢情報１０を表示して、「バイタル計測が正しい姿勢で行いましたか？」という内
容のメッセージを表示する。更に、「バイタル測定は一定の計測時刻で測定しましたか？
」という内容のメッセージを表示することもできる。
【０２０１】
　このように、バイタル情報を入力した対象者に、注意喚起を促し、対象者自身がバイタ
ル情報の再測定を行う旨の回答を、タブレット端末３の入力部３ａを介して行うことで、
バイタル情報を再度測定して、その結果の情報をバイタル情報記録部４に記録することが
できる。これが、再計測バイタル情報１３となる。
【０２０２】
　再計測バイタル情報１３は、その後のバイタル平均値、バイタル標準偏差及び判定基準
情報１３の算出根拠として利用される。また、各バイタル情報をタブレット端末３の表示
画面３ｂに表示する際には、再測定をせずに記録された通常のバイタル情報と、再測定の
対象となったバイタル情報と、再測定したバイタル情報について、３つのパターンバイタ
ル情報を示す文字の色を異ならせて表示を行う。
【０２０３】
　また、バイタル情報について、判定処理手段６が「異常な値」と判定する別の態様とし
て、対象者のバイタル情報の結果から、カテコラミンリリースの疑いがある場合に、「異
常な値」と判定する態様である。カテコラミンリリースとは、身体的なストレスによりカ
テコラミン（副腎髄質ホルモンの１種）が放出される現象である。脳血管疾患及び心臓疾
患は、カテコラミンリリースが惹起されると発症する病態の１つであり、これらを検知す
る方法として、カテコラミンリリースを疑う判定基準を設けることもできる。
【０２０４】
　カテコラミンリリースを疑う生理的な兆候は、「急性で大脈圧を伴う血圧上昇」であり
、バイタル情報を絡めて判定する条件とは、収縮期血圧及び拡張期血圧のバイタル情報に
ついて、血圧の上昇（血圧の変位）を伴い、下記の式（５）の条件を満たすバイタル情報
（血圧）の値が確認された際に、その発症の可能性が疑われるものである。
　大脈圧≧収縮期血圧／２・・・式（５）
　なお、大脈圧とは、「最高血圧（収縮期血圧）－最低血圧（拡張期血圧）」から導かれ
る値である。また、「収縮期血圧／２」とは、収縮期血圧（最低血圧）を２で割った値で
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ある。
　バイタル情報について、血圧の上昇を伴い、上記の式（５）に当てはまるバイタル情報
が取得された場合には、カテコラミンリリースが生じている可能性を示すものともいえる
。
　このように、カテコラミンリリースが疑われる状態を判定基準情報１８の１つとして設
定して、判定処理手段６で「異常な値」と判定させることができる。また、上述したよう
に、「異常な値」との判定が出た際に、バイタル情報の再度の計測を促すことも可能であ
る。
【０２０５】
　判定処理手段６によるその他の判定の方法として、バイタル平均値が所定の条件に合致
すうる際に「異常にむかうおそれあり」と判定する方法について説明する。
　ここでは、バイタル情報記録部４に記録されたバイタル情報を用いて、直近７日間のバ
イタル平均値と、直近３０日間のバイタル平均値を比較して、２つのバイタル平均値の差
が所定の範囲を超えている場合に、判定処理手段６が「異常に向かうおそれあり」と判定
するものである。
【０２０６】
　ここで、２つの平均値の差における所定の変位とは、例えば、その判定日におけるバイ
タル標準偏差σに基づき、０．５σ以上の値として設定することが考えられる。判定日の
直近７日間と、判定日の直近３０日間のバイタル平均値は、対象者のバイタル情報の個体
内変動があったとしても、通常であれば、同程度の値となることが予想される。しかし、
２つのバイタル平均値の間の差が、０．５σ以上の値である場合には、バイタル平均値に
大きなゆらぎが生じており、この現象をもって、対象者が「異常な値」とまでは言えない
ものの、「異常に向かうおそれあり」と判定して、今後、体調が悪化する可能性があるこ
との指標とすることが考えられる。
　なお、ここでいう、直近７日間のバイタル平均値及び直近３０日間のバイタル平均値が
、本願請求項の「直近バイタル平均値」及び「対照バイタル平均値」の一例である。
【０２０７】
　このように、一定期間の範囲で、２つのバイタル平均値の差を比較して、判定処理手段
６に「異常に向かうおそれあり」とする体調の悪化を示唆する判定を行い、対象者に注意
喚起をしたり、予防医学につなげたりする態様にできる。なお、直近７日間及び直近３０
日の日数は必ずしもこれに限定されるものではない。また、判定日のバイタル情報はバイ
タル平均値の算出根拠に含める態様と、含めない態様が想定されるが、判定日のバイタル
情報を含めることで、判定日の時点におけるバイタル平均値のゆらぎの有無が確認できる
ことから、判定日のバイタル情報を含めることが好ましい。
【０２０８】
［７．表示情報の作成］
　本発明を適用した健康状態判定装置１では、対象者のバイタル情報について、その内容
を正規分布曲線として表示することが可能である。また、対象者のバイタル情報を熱型表
として表示することも可能である。いずれも、対象者のバイタル情報の表示態様の一例で
あるが、対象者のバイタル情報の個体内変動の様子を視覚的に確認しやすくなる表示態様
である。これらの情報は、タブレット端末３の表示画面３ｂで確認できるだけでなく、外
部サーバ等で確認する態様とすることも可能である。
【０２０９】
［８．正規分布の有無による測定精度の判定及び異常な値の判定］
　正規分布の有無による測定精度の判定及び異常な値の判定について図１２及び図１３を
用いて説明する。本発明を適用した健康状態判定装置１では、測定したバイタル情報が正
規分布に当て嵌まっているかを確認する手法として、Ｑ－Ｑプロットが利用できる。例え
ば、横軸にバイタル標準偏差の値を、縦軸に標準偏差の累積確率に対応する標準正規分布
のパーセント点の値をとり、対象者のバイタル標準偏差をプロットする。各プロットが直
線上に位置していれば、取得したバイタル情報が正規分布していることが視覚的に確認可
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能となる。
【０２１０】
　例えば、図１２（ａ）は、ある対象者の一定期間の体温の標準偏差のＱ－Ｑプロットを
示すグラフである。図１２乃至図１４において、横軸は対象者のバイタルサインのある測
定値の累積確率であり、縦軸は、ある測定値の累積確率に対応する標準正規分布のパーセ
ント点である。図１２（ａ）に示すように、この対象者の体温の標準偏差は、ほとんどの
プロットが直線上に位置しているため、体温が正規分布していることが確認できる。また
、図１２（ｂ）は同様に、収縮期血圧の標準偏差のＱ－Ｑプロットを示すグラフであるが
、こちらも、ほとんどのプロットが直線上に位置しているため、体温が正規分布している
ことが確認できる。
【０２１１】
　一方で、図１３（ａ）に示す呼吸回数の標準偏差のＱ－Ｑプロットでは、横軸の値１．
０付近と、横軸の値２．５以上の領域に位置するプロットが直線上に位置せず大きく外れ
ている。この結果から、対象者から取得した呼吸回数が正規分布していないことが確認で
きる。また、図１３（ｂ）に示す酸素濃度（酸素飽和度）の標準偏差のＱ－Ｑプロットで
は、横軸の値３．５付近に位置するプロットの一点が直線上に位置せず大きく外れている
。このような場合には、正規分布に近似した挙動をしているが、直線上から外れた日のバ
イタル計測が正確でなかった可能性を確認することができる。なお、Ｑ－Ｑプロットの縦
軸の値である、標準偏差の累積確率に対応する標準正規分布のパーセント点の値について
は、既知のソフトウェア等の機能を用いて算出可能であり、このような機能と連動して、
Ｑ－Ｑプロットを、都度作成する態様も考えられる。以上のように、バイタル情報が正規
分布しているか否かをＱ－Ｑプロットを介して確認することで、日々のバイタル計測の精
度を確認することが可能となる。また、更なる機能として、Ｑ－Ｑプロットを作成して、
プロットを結ぶ直線から一定範囲外れた値が生じた際に、その旨を何等かの形で表示する
機能も採用しうる、これにより、正規分布から外れた値が生じたことを容易に確認するこ
とができる。
【０２１２】
　続いて、本発明を適用したソフトウェアにおける情報処理の一連の流れについて、図１
４を用いて説明する。
　図１４には、バイタル情報の入力から異常の判定、結果の情報の表示までの情報処理の
流れを示している。
　まず、初めに、対象者のバイタルサインの値が各測定機器により測定され、計測値と測
定日時の情報が入力される（Ｓ１）。入力された情報は、対象者のバイタル情報として、
バイタル情報記録部４（ＤＢ）に記録される（Ｓ２）。
【０２１３】
　バイタル情報記録部に記録された判定の対象となるバイタル情報を含めて、演算部２が
基準算出手段５として機能して判定基準の算出を行う（Ｓ３）。ここでは、バイタル平均
値と、バイタル標準偏差が算出され、これらの値を元に、設定した条件での判定基準（例
えば、上限値や下限値）が作成される。即ち、判定基準は、都度、判定の度に算出される
ものとなる。また、上述したように、所定の条件を満たした際に、バイタル情報の一部を
バイタル平均値やバイタル標準偏差の算出根拠から除外するようにしてもよい。
【０２１４】
　次に、入力された判定の対象のバイタル情報について、判定基準に基づき異常な値であ
るか否かを判定する（Ｓ４）。判定の結果「異常な値である」と判定されないものについ
ては、判定結果情報が、バイタル情報記録部４（ＤＢ）に記録され（Ｓ８）、判定結果の
情報が表示画面３ｂに表示される（Ｓ１０）。また、対象者のバイタル情報を元に、バイ
タルサインの値の経時的な変化をグラフ化した熱型表（図１５参照）や、正規分布の確立
密度関数（正規分布曲線のグラフ）が表示情報として作成され（Ｓ９）、これらの情報も
表示画面３ｂにて確認可能となる。
【０２１５】
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　また、入力された判定の対象のバイタル情報について、判定基準に基づき異常な値であ
るか否かを判定する（Ｓ４）。判定の結果「異常な値である」と判定されたものについて
は、例えば、表示画面３ｂに「再測定を行いますか？」といった表示や、バイタルの取得
時の姿勢の注意喚起を表示し、再測定バイタル情報の有無について対象者に確認する（Ｓ
６）。
【０２１６】
　ここで、対象者が「再測定バイタル情報なし」と選択すると、異常な判定との判定結果
情報が、バイタル情報記録部４（ＤＢ）に記録され（Ｓ８）、判定結果の情報が表示画面
３ｂに表示される（Ｓ１０）。更に、熱型表（図１５参照）や、正規分布の確立密度関数
（正規分布曲線のグラフ）が表示情報として作成され（Ｓ９）、これらの情報も表示画面
３ｂにて確認可能となる。
【０２１７】
　また、対象者が「再測定バイタル情報あり」と選択すると、再測定したバイタルサイン
の値と測定日時の入力を促し、入力された再測定バイタル情報が入力された情報は、対象
者の再測定バイタル情報として、バイタル情報記録部４（ＤＢ）に記録される（Ｓ２）。
この後は、再度、判定基準の算出（Ｓ３）、異常判定（Ｓ４）がなされるものとなる。判
定において、異常な値であるとの判定でなければ、判定結果情報が、バイタル情報記録部
４（ＤＢ）に記録される（Ｓ８）。また、異常な値との判定であった際は、再測定バイタ
ル情報の有無の確認（Ｓ６）のステップに進んでもよいし、２回目の判定結果であること
から、そのまま判定結果情報の記録（Ｓ８）に進んでもよい。
【０２１８】
　対象者が判定結果の情報を表示画面３ｂで確認したこことで、一連の情報処理が完了す
る。以上のような流れで、本発明を適用したソフトウェアはバイタル情報から健康状態の
判定を行う。
【０２１９】
　なお、判定結果の情報の表示態様は、異常の有無の結果や、熱型表（図１５参照）、正
規分布の確立密度関数で表示されるだけでなく、対象者の病態パネル（図１６参照）と組
み合わせて表示してもよい。図１６に示す病態パネルは、バイタルサインの値の他、病気
に関連するリスクファクター（既往歴、生活習慣）、介護記録、観察内容の情報を含むも
のであり、より詳細に、対象者の健康状態、特に、病気に関連する情報を併せて表示する
ことができる。
【０２２０】
［熱中症の判定における実施の形態］
　本発明を適用したソフトウェアは、熱中症の判定に利用可能である。具体的には、例え
ば、屋外環境での作業を行う作業者を対象者として、作業時のバイタル情報を一定時間ご
とにモニタリングして、取得したバイタル情報について異常の判定を行う。
【０２２１】
　本実施の形態では、対象者は腕に装着可能なウェアラブル型のバイタル測定器２１ａ（
図７（ａ）参照）を装着し、対象者が保持するスマートフォン端末２２ａ（図７（ｂ）参
照）を介して、管理者端末に取得されたバイタル情報が送信される。
【０２２２】
　作業者は、腕に装着したバイタル測定器２１ａによって、作業前の平穏時（基準バイタ
ル情報）と、例えば、作業開始時点から１時間ごとに各種バイタル（モニタリングバイタ
ル情報）が測定される。バイタルは主に体温、脈拍、拡張期血圧、収縮期血圧、呼吸数で
ある。取得されたバイタル情報は、計測情報として、計測した日時の情報と共に、自動的
にスマートフォン端末２２ａに送信される。なお、ここでの計測時間は１時間に限定され
るものではなく、適宜設定を変更することができる。
【０２２３】
　バイタル測定器２１ａから計測情報を受信したスマートフォン端末２２ａは、更に同情
報を管理端末側に送信する。管理端末は、計測情報を情報管理サーバ３２ａ（図２参照）
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にアクセスして、バイタル情報記録部４ａに計測情報が記録される。計測情報は管理端末
側にも記録される。なお、ここでは、情報管理サーバ３２ａに本発明のソフトウェアが導
入され、情報の記録、判定基準の算出、異常の判定がなされるものとなる。
【０２２４】
　情報管理サーバ３２ａの演算部２ａは、基準算出手段５ａとして機能して、対象者のバ
イタル平均値、バイタル標準偏差を算出して、これに基づき、判定基準を算出する。バイ
タル平均値及びバイタル標準得偏差の算出には、基準バイタル情報とモニタリングバイタ
ル情報の両方を含めて算出する態様や、いずれか一方のみを利用する態様のどちらも採用
可能である。
【０２２５】
　情報管理サーバ３２ａの演算部２ａは、判定処理手段６ａとして機能して、基準算出手
段５ａが算出した判定基準をもって、スマートフォン端末２２ａから送信され、記録され
たバイタル情報の異常の判定を行う。判定結果は、情報管理サーバ３２ａから、スマート
フォン端末２２ａに送信され、作業者は、端末画面で判定結果を確認することができる。
【０２２６】
　なお、異常な値であるとの判定がなされた際に、スマートフォン端末２２ａに警告音等
で状況を通知して、作業を中止させたり、作業管理者に通知したりする構成とすれば、作
業者が体調に異常をきたす前に、体調の確認を行い、事故等を未然に防ぐことができる。
【０２２７】
　以下、本実施の形態における体温のモニタリングバイタル情報について、異常の判定を
例示する。
　図１７は、ある作業日の対象者の一定時間におけるモニタリング体温の変動の例を示し
たグラフである。
【０２２８】
　図１７では、縦軸がモニタリング体温の値（℃）、横軸が作業開始からの経過時間（時
）を示している。また、符号５２で示すラインが、各モニタリング体温の計測時に異常の
判定がなされる判定基準の上限値（例えば、μ＋２σ）と仮定する。また、２種類のグラ
フは、モニタリング体温において、異常ありの判定の対象とならない結果（符号５３）、
異常ありの判定の対象となる結果（符号５４）である。なお、本来は、各モニタリング体
温の記録時に、都度、判定基準が算出されるため符号５２のラインのように一定の値とな
るものではないが、ここでは、異常の判定の有無を説明するため、便宜的に一定の値とし
ている。
【０２２９】
　図１７に示すように、符号５３で示すグラフでのモニタリング体温は、いずれも判定基
準の上限値より低く、体温のバイタルについて異常な値であるとの判定はされない。一方
、符号５４で示すグラフについては、計測開始４時間後～８時間後のモニタリング体温は
、判定基準の上限値以上となるため、各モニタリングバイタルの計測後に「異常な値であ
る」との判定がなされる。
【０２３０】
　このように、体温の計測開始時点から一定時間ごとにモニタリング体温を計測し、バイ
タルの異常を判定することができる。なお、図１７で示した体温以外のバイタルサインで
ある脈拍、拡張期血圧、収縮期血圧、呼吸数によっても、同様に異常の判定を行うことが
できる。
【産業上の利用可能性】
【０２３１】
　以下、本発明を適用した健康状態判定装置の内容の更なる活用事例について説明する。
【０２３２】
［電子カルテや医療システムとの連動］
　本発明を適用した健康状態判定装置は、病院に導入された電子カルテと連動させる態様
が考えられる。電子カルテには、設置された病院の患者の情報が記録されているため、上
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述した本発明を適用したソフトウェアで管理する情報と連動させることで、対象者のより
詳細な基礎疾患の状況、既往歴、服薬記録、経過観察の情報等を利用可能となる。
【０２３３】
　また、更に、医師による診断の経過の情報も確認可能となるため、健康状態の判定精度
の向上や、診断支援ツールとしての使い勝手が良くなるものとなる。また、病院での診断
結果や検査の結果を対象者の情報に追加して記録していくことで、個人の情報量が増え、
より精度の高い判定につながるものとなる。また、診断支援ツールとしても、より有用性
の高いものとなる。
【０２３４】
　また、本発明を適用した健康状態判定装置と、遠隔画像診断のシステムを組み合わせる
態様も考えられる。例えば、健康状態判定装置にカメラ等の画像情報の取得が可能な機器
を接続し、対象者の画像情報を病院側に送信して遠隔診断することも可能である。また、
その際に、対象者の熱型表の情報も病院側の端末等に送信することで、対象者のバイタル
値の異常等を確認しながら、遠隔地から医師が診断することが可能となる。
【０２３５】
　また、本発明を適用した健康状態判定装置は、使用者のレベルに合わせた複数の運用版
のバリエーションが考えられる。例えば、上述したような電子カルテと連動した態様であ
れば、病院における医師の診断時の診断支援ツールとなる。ここで、診断装置で管理する
情報は、病院での日々の診断の情報が蓄積されていくため、医師の診断レベルの引き上げ
にも寄与するものとなる。
【０２３６】
　また、病院において、本発明の機能を備えるタブレット端末等を特定の看護師に持たせ
ることで、看護師が医師の代わりに診断を行う際の補助ツールとして使用することも可能
となる。更にはタブレット端末を持った看護師が、在宅や施設に入居した高齢者を訪問看
護する際にも役立つものとなる。
【０２３７】
　また、介護施設等の職員が使用するものについては、入居者に特化した情報を蓄積する
ことで、特定の対象者に対する診断レベルを向上させることが可能となる。
【０２３８】
［疾患の予防技術への応用］
　脳疾患、肺炎、心不全及び脱水等のバイタルサインの変動によって、発症が予測できる
代表的な疾患の予防技術に本発明を適用した健康状態判定装置を利用することが考えられ
る。上述した各疾患は、発症する際に、疾患特有のバイタルサインの変動をする場合が多
く、この疾患特有のバイタルサインの変動を判定条件として設定することで、発症の予防
に繋げることができる。
【０２３９】
　［ＰＨＲ（Personal Health Records）及び医療ビッグデータへの活用］
　近年では、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）と言われる、情報通
信技術の発展が著しく、スマートフォンのような情報端末や、無線ＬＡＮを利用したイン
ターネット通信環境、クラウドサーバーのような安価で大容量のデータベースの台頭によ
り、大量なデータを高速で送受信可能となっている。これにより、世界中からあらゆるデ
ータ、所謂ビッグデータが集まり、必要なデータを使って、様々な用途のサービスが行わ
れている。
【０２４０】
　日本の厚生労働省では、超高齢社会において高齢者を地域全体で支えるために、医療、
介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保された「地域包括ケアシステム」を２０２
５年までに実現しようとしている。しかし、その土台となる医療情報の大部分は、それぞ
れの事業所で寸断されている。
【０２４１】
　例えば、医療機関同士の情報共有は、未だファクシミリを使用する状態や、施設間でヘ
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ルスデータの継続性がない状態が珍しくなく、第４次産業革命といわれる時代の割には、
前時代的な様相を呈している。全国各地１７０か所余りで医療情報連携ネットワークを試
みられているものの、全国全地域、人口をカバーするには至らず、運用費用や利用率の低
さなどの問題を抱え、共通のプラットフォームに統合されるには至っていない。
【０２４２】
　そこで、日本の厚生労働省は、「国民一人ひとりが、本人自らの生涯にわたる健康、医
療、介護情報を時系列的に管理し、その情報を自ら活用することにより、自己の健康状態
に合致した良質なサービスの提供を受けることを目指す」ＰＨＲ構想を検討している（総
務省及び厚生労働省の「クラウド時代の医療ＩＣＴの在り方に関する懇談会」より）。Ｐ
ＨＲとはパーソナルヘルスレコード（Personal Health Records）の略称であり、個人が
生涯にわたり自分自身に関する医療情報や健康情報を収集又は保存して、これを活用でき
る仕組みである。
【０２４３】
　これによると「直近の情報だけではなく、過去の情報も参照する必要があることから、
本人が自らの生涯にわたる情報を管理し、使いたいときに使いたいサービスへ活用できる
ようにする」とあり、このＰＨＲ構想が実現すれば、たとえプラットフォームの統合がな
くとも、「介護予防手帳の電子化」や「市区町村や職場での健診・検診情報の電子化及び
バイタルデータ・生活関連情報との一元管理」など医療、介護、健康、個人の情報連携よ
る多様な運用が可能となる。
【０２４４】
　また、各省庁が協力してビッグデータが活用しやすい環境を作ろうと、データの様式（
ＡＰＩ等）を統一して、必要なデータを取り出しやすくする「ＰＨＲ構想」と併せて、医
療マイナンバーと呼ばれた、個人データの特定し継続しやすくする「医療ＩＤ」構想、更
に開発や治療のためには匿名化された情報は個人の許可なく活用できる「個人情報保護法
の改正」が計画されている。
【０２４５】
　この構想の中では、バイタルデータに関して、次のように言及している。「本人の健康
、医療、介護情報を匿名化した上で、ビッグデータとして分析及び活用する、いわゆる二
次利用についても、ＰＨＲサービスの持続可能性を検討していく上で、重要な要素として
視野に入れて検討すべきである。とりわけ、バイタルデータについては、現在、様々なデ
バイスやサービスが市場に存在しているが、ＰＨＲと統合してデータ活用していくに当た
っては、健康管理の効果を分析する等の目的で二次利用することを視野に入れ、データの
粒度やＰＨＲを収集するプラットフォームとの間のＡＰＩを統一することが望ましい」。
【０２４６】
　今後、このＰＫＲ構想に対して、本発明を適用した健康状態判定装置（又は本健康状態
判定方法）を連動させる態様も考えられる。本装置を統合してバイタルデータ活用をする
際、既存の技術と大きく違うのは、健康管理を行う際に、一般的なデータと比較するので
はなく、一人ひとりの特性に合わせた「テーラーメード診断」、所謂、「個別化医療」を
用いる点である。更に、医療ビッグデータの解析により、予防医学の道が開け、その支援
に「人工知能」が役立つものとなる。今後は、ＰＨＲ構想の実現にあたって、本発明を適
用した健康状態判定装置が大きく寄与することが考えられる。
【０２４７】
［医師、看護師の教育ソフトウェア］
　また、本発明の健康状態判定装置は、医療従事者の教育用ツールとして使用することも
できる。本発明に加え、病態鑑別フローチャートデータベースを組み合わせることで、こ
れらの情報に基づき、設問と回答を組み合わせた教育用ソフトウェアを作成することが可
能である。また、教育用ソフトウェアを使用する複数の医療従事者の点数を記録して、順
位付けして、医師や看護師の評価表を作成することもできる。
【０２４８】
［看護師が薬を処方する際の参考ツール］
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　また、看護師が薬を処方する際の参考ツールとしても使用が考えられる。例えば、対象
者の個人情報に対象者の服薬履歴の情報を記録していく。これにより、「どのような症状
の時にどのような薬が処方されたか」というデータが蓄積され、服薬の際に薬剤師が参考
情報として活用できる。また、薬の種類によっては、薬剤師を介さずに服薬する用途にも
展開できる。薬剤士による服薬履歴の確認作業も容易に行うことができる。
【０２４９】
［服薬管理と配送サービス］
　更には、服薬履歴の情報を記録と配送サービスを連動させることで、対象者が定期的に
必要とする薬剤が、必要な時期に自動的に手元に届くようにすることもできる。
【０２５０】
［職場や学校での健康診断データとのリンク］
　本発明の健康状態判定装置は、職場や学校での定期的な健康診断の情報を記録して活用
することも考えられる。なお、この際には、バイタル情報の取得期間が空くため、注意や
警告、異常の判定は適宜設定するものとなる。これにより、対象者の健康管理に役立つも
のとなる。また、膨大な臨床データを取得する手段にもなる。更には、公的機関が実施す
る健康診断の情報とリンクさせることで、対象者の包括的な健康管理が可能となる。
【０２５１】
［遠隔地における現地での健康管理］
　本発明の健康状態判定装置は、遠隔地における現地での健康管理にも利用できる。例え
ば、海外出張中の当該国や、遠洋漁業に出た船舶、自衛隊の海外派遣先等に本発明の健康
状態判定装置を設置する。これにより、医療レベルの低い国や、医療設備の存在しない場
所においても、対象者の健康管理が可能となる。また、上述したような遠隔診断と組み合
わせることで、医師による診断も行うことができる。
【０２５２】
［地域別疾病発生状況確認］
　本発明の健康状態判定装置は、地域別疾病発生状況の情報とリンクさせることで、地域
医療の予防医療に貢献しうるものとなる。例えば、インフルエンザの流行に関する情報と
リンクさせることで、健康状態判定装置を使用する地域での予防対策に繋げることができ
る。また、流行地域での対象者の情報が臨床データとして活用できるものとなる。
【０２５３】
［空気環境の検知］
　更には、空気環境の検知機構と本発明の健康状態判定装置を組み合わせることもできる
。空気環境の検知機構により、ホルムアルデヒドやＰＭ２．５の濃度を検知して、その濃
度から、地域の空気汚染度などを判定し、装置使用者に注意喚起を促す構成にできる。ま
た、行政サービスと連動させ、対象地域住民への注意喚起や、環境改善のための情報取得
ツールとしても活用できるものとなる。
【０２５４】
［室内環境の調整への活用］
　本発明の健康状態判定装置に記録された情報に基づき、空調機器による室内温度や湿度
の調整を可能としたヘルスケアホームへの利用が考えられる。バイタルサインの値が異常
な値であると判定された対象者に適した室内温度や湿度に環境を制御することや、健康な
状態が維持しやすい適切な設定温度等に制御可能となる。
【０２５５】
［介護記録ソフトウェア及び介護請求ソフトウェア］
　本発明を適用した健康状態判定装置は、介護記録ソフトウェアや介護請求ソフトウェア
と連動させる態様が考えられる。介護記録ソフトウェアに入力される介護記録の情報を情
報管理部で管理することで、「どのような症状の時にどのような介護が適切か」というデ
ータを蓄積する。これにより介護士の技能レベルに左右されず、介護対象者に対して均一
なサービスを提供できるものとなる。介護記録ソフトウェアとの連動における更なる別の
態様は後述する。



(46) JP 2018-175840 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

【０２５６】
　介護請求ソフトウェアと連動させた場合には、介護費用の算出等の支援ツールとして使
用することができる。これにより提供した介護内容に対して発生する費用を容易に確認で
きるものとなり、業務効率の向上につなげることができる。
【０２５７】
［介護職員の健康チェック］
　本発明を適用した健康状態判定装置は、介護する側の介護職員の健康状態のチェックに
活用することもできる。介護職員自身のバイタル情報を測定し、健康状態判定装置に送信
することで健康管理を行う。これにより介護現場の労働環境の改善につなげることができ
る。
【０２５８】
［見守り機能］
　また、介護施設や一人暮らしの高齢者用の見守りシステムと連動させた場合には、バイ
タル値の異常が判定された際や、対象者の動作に異常が見られた場合に、見守り対象者（
例えば、家族等）に通知が行く構成が考えられる。例えば、家の中に人感センサーを設置
して、トイレの中で住人が一定時間動かない時は、警備会社や家族に自動でアラートが行
くようにする。その際には、見守り対象者のバイタル情報の記録をデータで同時に送信す
る構成とすることもできる。
【０２５９】
［ダイエット、体調管理］
　本発明を適用した健康状態判定装置は、使用者のダイエットや体調管理をサポートする
装置としても活用しうる。例えば、バイタル情報と、食事の摂取カロリーの情報に基づき
、減量のためのアドバイスが表示される構成が採用しうる。また、トレーニングジム等の
施設と提携し、複数の減量プログラムを提供することも可能である。
【０２６０】
［ウェアラブル装置への活用］
　本発明の健康状態判定装置をウェアラブル装置と連動される仕組みも考えられる。近年
では、身体に装着可能な小型のウェアラブル装置が開発されており。これらの装置を用い
て、体温、脈拍、収縮期血圧及び拡張期血圧等の各種バイタル情報をリアルタイムで取得
することが可能となっている。本発明の健康状態判定装置において、バイタル情報の取得
手段や、判定結果を表示する表示手段として、ウェアラブル装置と組み合わせることで、
適用範囲を大きく広げることができる。また、自己で体調管理を行うセルフマネジメント
のための機器としての活用に繋げることができる。
【０２６１】
［アプリケーションソフトウェアの活用］
　また、上述したが、本発明の健康状態判定装置の機能をアプリケーションソフトウェア
として提供し、携帯端末やタブレット端末で使用可能とする構成が考えられる。これによ
り手軽に本装置の機能を利用できるものとなり、利便性を向上させることができる。また
、本装置の普及率の向上に寄与し、より広範な臨床データの取得にもつなげることができ
る。
【０２６２】
［買い物支援ソフトウェア］
　本発明の健康状態判定装置に記録された情報を、インターネット上の商品販売ウェブサ
イトや、商品購入を支援するソフトウェアと連動させることも考えられる。使用者の健康
状態に合わせた食品や健康器具等をお勧めしてくれる機能を付与することで、商品購入時
の参考情報が得られるものとなる。
【０２６３】
［動物の健康管理］
　本発明の健康状態判定装置は動物を対象に使用することも考慮される。人間のみならず
、ペット、動物園の動物の健康管理や野生動物の保護にも寄与しうるものとなる。また、
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動物の臨床データや診断情報を蓄積することで、医学的、学術的に有用な情報が得られる
ものとなる。
【０２６４】
［車両への設置］
　本発明の健康状態判定装置を車両に設置する態様が採用できる。例えば、運転手の座席
にバイタル計測器（例えば、体温計、脈拍計、呼吸数センサー等）を設置しておき、運転
手の体調不良が疑われる場合には、注意喚起を促すものとする。また、アルコール検知器
と組み合わせて、飲酒運転のチェックを行う構成とすることもできる。
【０２６５】
　以上のように、本発明の健康状態判定装置は、対象者の個人差を考慮したバイタルサイ
ンや日々の体調を反映して、対象者ごとに異なる個体内変動を精度高く捉えることが可能
であり、対象者の健康管理や、一人ひとりの個性にかなった医療の提供に寄与するものと
なっている。
　また、本発明の健康状態判定方法は、対象者の個人差を考慮したバイタルサインや日々
の体調を反映して、対象者ごとに異なる個体内変動を精度高く捉えることが可能であり、
対象者の健康管理や、一人ひとりの個性にかなった医療の提供に寄与するものとなってい
る。
【符号の説明】
【０２６６】
　　　１　　　健康状態判定装置
　　　１ａ　　ソフトウェア
　　　２　　　演算部
　　　２ａ　　演算部
　　　３　　　タブレット端末
　　　３ａ　　（タブレット端末の）入力部
　　　３ｂ　　（タブレット端末の）表示画面
　　　３ｃ　　（タブレット端末の）情報送受信部
　　　４　　　バイタル情報記録部
　　　４ａ　　バイタル情報記録部
　　　５　　　基準算出手段
　　　５ａ　　基準算出手段
　　　６　　　判定処理手段
　　　６ａ　　判定処理手段
　　　７　　　個人情報
　　　８　　　バイタル情報
　　　９　　　目安時刻情報
　　１０　　　姿勢情報
　　１１　　　気温情報
　　１２　　　判定結果情報
　　１３　　　再測定バイタル情報
　　１４　　　平均値算出手段
　　１５　　　標準偏差算出手段
　　１６　　　正規分布算出手段
　　１７　　　判定基準設定手段
　　１８　　　判定基準情報
　　１９　　　問診情報
　　２０　　　健康問診情報
　　２１ａ　　バイタル測定器
　　２１ｂ　　体温計
　　２２ａ　　スマートフォン端末
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　　２２ｂ　　パーソナルコンピュータ端末（ＰＣ端末）
　　２３　　　情報入力手段
　　２４　　　情報記録手段
　　２４ａ　　情報記録手段
　　３０ａ　　インターネット
　　３２ａ　　情報管理サーバ
　　３２ｂ　　ソフトウェア
　　３２ｃ　　ソフトウェア
　　３２ｄ　　ソフトウェア
　　５０ａ　　ユーザ端末
　　５０ｂ　　外部端末
　　６０ａ　　ユーザ端末
　　６０ｂ　　外部端末
　　７０ｂ　　管理端末

【図１】 【図２】
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